
第 1章

序論

音は、記号であり、様々な事物を指示し（指し示し）、種々の事象を誘引する。このような性質を「音
の記号性」と呼ぶ。例えば、さえずりは、聴取者に対し、音源である鶯や春という時間などを指示し、
美しいと感じる心理や声の方向に足を運ぶという活動などを誘引する。サウンドスケープとは、このよ
うな「音の記号性が作用する“場”」である。同様に「香の記号性が作用する“場”」はスメルスケープ
であり、「Xの記号性が作用する“場”」を Xスケープと呼べる。本論の目的は、Xスケープ・デザイン
の理論的基盤の構築と実用の提唱である。これらを踏まえ、本論は、上巻（デザインや芸術の価値を高
める）・中巻（音高の記号性と音高信仰）・下巻（雅楽や梵鐘に現われる音高信仰）、この 3巻で構成し、
本章では、本論の背景・目的・構成を示して、既往研究の整理と課題を共有する。
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1.1 記号性とサウンドスケープとシステムの関係
今から 138.2億年前、ビッグ・バンにより、宇宙は産声を上げた。これは、誕生を比喩したのではな

く、実際に音を発した*1のである。約 1026 でスケールアップしなければ人の耳には聞こえないくらい
の周波数（Cramer 2013）ではあったが、人類に聞かせる必要がなかったためか、宇宙は、極めて低い
ファンファーレを掲げ、高らかに始まりを宣言した。その 92.7億年後（45.5億年前）に地球が誕生し、
やがて大気と海洋が備わり、命が宿った。生命体は、誕生と滅亡、突然変異と交雑、これらを繰り返す
ことで多様化し、地表は緑で覆われるようになった。さらに 44.2億年後（1.3億年前）、マレーシアに
熱帯雨林が形成され、様々な生物が棲みついた。世界最古とも言われ、後にタマンネガラ*2と命名され
た、このジャングルでは、一日中、虫の声が絶えない。その種類は多く、さらに鳥や蛙などが加わるた
め、タマンネガラの音は刻々と変わる。日中には「蝉の声」も聞こえるが、芭蕉のように「閑さ」を感
じることはできず、「しみ入る」に相応しい「岩」も見当たらない。自然界における「静かさ」を求める
なら砂漠への旅を薦めるが、どこに行っても無音の世界は存在しない。世界最古の砂漠と言われるナミ
ビアのナミブ砂漠*3では、静寂の中、自分自身の体内の音*4を聞ける。吸音材を設えた半無響室にいる
ときよりも鮮明に聞こえるその音は、ジープやラクダに乗った人々が、近づくと消え去り、遠ざかるこ
とで再び耳内に現れる。ジャングルでも砂漠でも、音は途切れることがなく、生物や自分自身の体が命
の営みを教えてくれる。このように、音には何らかの情報を伝える機能があり、人々は太古からこれを
活用した。中国山西省
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襄汾県の陶寺遺跡（前 2500 頃–前 1900 頃）からは
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（饒、曾 1985, 1）、
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磬は祈りを伝えて神を招く（白川 2004, 511）ために鳴らされた。音は神仏と人間と

を結び付けるためにも用いられたのである。日本では朝夕の梵鐘の音は少なくなったが、ヨーロッパや
イスラム圏では教会の鐘やミナレット*6からのアザーン*7が、それぞれの日常として確立されている。
音は多義であり、礼拝を呼びかける音には時刻を知らせる機能も備わった。このように、地球では、創
生以来、様々な音が発せられ、それぞれの土地に固有のサウンドスケープが形成されてきた。生命体の
進化の過程から類推すると、サウンドスケープも、誕生と滅亡、突然変異と交雑、これらを繰り返しな
がら多様化したのかもしれない。
サウンドスケープ（「音風景」と和訳される）とは「音」である soundと「～の眺め／景」を意味する
接尾語－scapeによる複合語であり（鳥越 1997, 8）、レーモンド・マリー・シェーファー（1933–2021）
は、視覚で認識する landscapeを踏まえ、聴覚で捉える soundscapeという概念を、この造語とともに
提唱した。端的に言えば、音にも風景がある*8ということである。

*1 プラズマ状態であったため、音は伝播した。
*2 マレー語で国立公園を意味する。
*3 約 8千万年前に形成され、酸化した砂はアプリコット色を呈する。「ナミブ」は、狩猟採集民族であるサン人の言葉で「何
もない」という意味である。

*4 無響室内耳鳴に相当する。無響室内耳鳴は、血流速度・血液粘性などによって生ずる血管雑音などの振動や聴覚経路から
誘導される自発放電などが原因と考えられている（清田 1988, 36）。

*5 初期及び多くの磬は、石製の「へ」の字型の板で、桴（ばち）で叩くことで音高（音の高さ）を得る。
*6 モスクに付随する塔。
*7 礼拝の時刻が近いことを告知する肉声による呼びかけ。
*8 この表現に厳密性はないが、landscape からの類推により、soundscape 概念を大まかに把握できるため、簡便な説明と
して有効である。
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〔心理の誘引機能〕 〔活動の誘引機能〕

〔意味の指示機能〕〔音源の指示機能〕

鶯が鳴いた。

〔記号〕

〔原音の指示機能〕

ホーホケキョ♪

〔生理の誘引機能〕

図 1.1: 指示機能と誘引機能の例

サウンドスケープの中核的要素である「音」は、「記号」であり（坂本、川野、他 2002, 108–110）、
様々な事物*9を指示*10し（指示機能）、種々の事象を誘引する（誘引機能）。図 1.1に示すように、例え
ば、聴取者が聞くさえずりは、聴取者（記号性受容体）に対し、音源（記号源）である鶯や「鶯が鳴い
た」という意味などを指示し（指し示し）、美しいと感じる心理や姿を見ようとあたりを見渡す活動な
どを誘引する、このようなポテンシャルを備える。音源（記号源）の指示機能について、もう少し噛み
砕いてみよう。さえずりは音であり、鶯は鳥であるため、さえずりと鶯は別の事物である。しかしなが
ら、聴取者（記号性受容体）は、鶯のさえずりがどんな音かを知っていれば、さえずり（音）を聞いて、
鶯（音源）を想起できる。仮に鶯を知っていなくても、音がどのあたりから聞こえたか、つまり、音源
のおおよその位置を認識できる。よって「音」は音源を指示する。また、嘴から発せられた直後の原音
（原記号）は、聴取者（記号性受容体）に到達するまでに徐々に音量が低下して音色も変化するため、聴
取者（記号性受容体）が聞く聴取音は、原音に似た別の音であり、原音そのものではない。よって「音」
は原音（原記号）を指示する。そして、音を聞くことで脳内のニューロンが発火するため、「音」は生理
を誘引する。本論では「指示機能」（その事物が別の事物を指示する機能）と「誘引機能」（その事物が
別の事象を誘引する機能）を「記号性」（指示機能と誘引機能の少なくとも一方）と総称する。記号性

*9 事物は、コトとモノの総称。鎌田（2009, 5–6）は、物質性としての「物」、人間性としての「者」、霊性としての「霊」、こ
の 3 種を「モノ」と総称する。「霊」が実在してもしなくても、記号は概念としての「霊」を指示し得るため、本論でも、
この 3種を「モノ」とする。

*10 念のため、本論で用いる「指示」の多くは、指図することではなく、指し示すことである。
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は、記号だけでは発生せず、記号性受容体が記号を受容することで発生する、このこともご理解頂けよ
う。つまり、記号性は、記号に潜在し、記号性受容体によって顕在化される。これらを踏まえ、「記号」
を「指示機能と誘引機能が潜在する事物。」と定義する。そして、記号性受容体とは、記号から発せら
れる「記号性を受容する存在。」である。
また、音源（記号源）は、聴取音（記号）の発生を誘引するため、音源（記号源）も記号である。つ

まり、記号源は記号源であるとともに記号としての側面も備える。ある事物を記号とするか記号源とす
るかは捉え方の問題であるため、記号源を記号として扱うことが有用な場合は、これに従って頂けたら
と考える。本論では、3.5節（上巻）などでこれを活用する。
記号論*11に明るい読者であれば「音」がこれらの記号性を備える「記号」であることをご理解頂ける

であろうが、記号論は一般には浸透していないため、ここからしばらくは「記号」について噛み砕き、
その後、図 1.1を見直す。

S1 記号：「 」への気付きを誘引

S5 記号：目印にすることを誘引

S3 記号：神社であることを指示

S2 記号性受容体：記号「 」があることを知覚

S4 記号性受容体：記号「 」が神社であることを認知

S6 記号性受容体：神社を目印にすることを決定

［デザイナーが意図するフロー］

［記号性受容体（客）のフロー］

図 1.2: 記号性のフローチャート例

本論で述べる「記号」は、日常生活で使う「記号」よりも広くて上位の概念である。例えば「 」とい
う地図記号は神社を意味する。ここで、客が、パン屋への案内地図を手にし、道の途中に記された記号
「 」を見て、その神社を目印にしてパン屋へ行くことを計画する、このようなモデルを考える。図 1.2

にこのフローチャートを示す。左側の［記号性受容体（客）のフロー］は、客である記号性受容体が行
う工程で、記号性受容体（客）は、ステップ S2で案内地図に記号「 」があることを知覚し、ステップ

*11 端的には、記号についての学問。
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S4でそれが神社であると認知し、ステップ S6でその神社を目印にすることを決定する、このような手
順を踏む。これに対し、右側の［デザイナーが意図するフロー］では、案内地図のデザイナーは、この
三つのステップ S2・S4・S6のそれぞれ一つ上流で、記号性受容体（客）がこの三つのステップを行う
ためのそれぞれのきっかけを記号が作る、このような三つのステップを配する。つまり、ステップ S1

で記号「 」は自らの存在に記号性受容体が気付くように誘引し（誘引機能）、ステップ S2で記号性受
容体が記号「 」を知覚し、ステップ S3で記号「 」は「 」が神社であることを指示し（指示機能）、
ステップ S4で記号性受容体が「 」が神社であることを認識し、ステップ S5で記号「 」は神社を目
印にすることを誘引して（誘引機能）、ステップ S6 で記号性受容体が神社を目印にすることを決定す
る、このようなフローを想定する。そして、デザイナーは、ステップ S1・S3・S5での記号による誘引
機能及び指示機能が全て記号性受容体（客）に作用することを意図して、案内地図上に記号「 」を記
すというデザインを行う。
「記号」とは、このような記号性が潜在する事物である。もちろん「 」という地図記号自体が意思を
持って指示機能や誘引機能を発揮するわけではないが、記号論では、意思の有無を問わず、このように捉
える。つまり、主体を人間に限定する場合は、［記号性受容体（客）のフロー］のように、人間のステップ
のみに着目して人間の活動を捉えるが、記号性という視点を持つことで、デザイナーは、［デザイナーが
意図するフロー］に示すような、自身がデザインする「記号」の記号性が作用して、それを記号性受容体が
受容する、このようなフローを描けることになる。また、案内地図上に地図記号「 」ではなく「神社」
という文字を書いても、概ね同様の機能を期待でき*12、どちらも指示機能と誘引機能を備える「記号」
である*13 。そして、案内地図を見ながら歩き、実際の神社が見えてきたら、今度は、その神社自体が、
地図を見て定めた目印であることを指示し、そこを右折するという活動を誘引する。つまり、実際の神
社も指示機能と誘引機能を備える「記号」である。もちろん、神社は、パン屋へ行くための目印として
建てられたわけではないが、ランドマークになり得る機能が潜在しており、案内地図を描くというデザ
インにより、目印としての機能が顕在化する。
このような事例を踏まえ、本論は、「記号」を「指示機能と誘引機能が潜在する事物。」と定義した上

で、森羅万象（宇宙に存在するあらゆる事物）は「記号」であると断言する。例えば、森羅万象は、モ
ノとして物理的に存在すれば、記号性受容体に対し、そこに何かがあることを指示し得て、それを知覚
するという活動を誘引し得る。それは、コト、つまり、事象であっても、記号性受容体がそれを知覚す
れば、やはり、指示機能と誘引機能を発揮する。逆に言えば、記号性受容体が記号を知覚できなければ、
指示機能は発揮されない。例えば、ギターの音を記号と捉えると、次のように整理できる。記号性受容
体が人間であって覚醒していれば、ギターの音と認識し（音源の指示機能）、鑑賞するという活動を誘引
する。また、ギターという楽器を知らなくても、何らかの音であることを理解できるため、音源の指示
機能は作用する。ただし、睡眠中や音に注意が向かない状況では音を知覚できないため、指示機能（そ
の事物が別の事物を指示する機能）は作用しない。また、記号性受容体に何らかの知能がなければ、指
示機能を受容する能力がない（音であることを知覚できない）ため、ギターの音であると認識できない
が、例えば、記号性受容体が壁であれば、振動するという活動は誘引される。次に、コウモリが発する
超音波を記号と捉える場合を考えてみる。記号性受容体がコウモリであれば、コウモリは、原音の指示

*12 記号性受容体の知識が不足していれば、意味の指示機能において、文字の「神社」はわかるが、地図記号の「 」はわから
ない、このような可能性はある。

*13 文字が記号になることは、ギリシャ文字の 24 番目の「Ω」（オメガ）を電気抵抗の単位であるオームの記号とすることか
らも明白である。
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機能によってこれを認知して、活動の誘引機能によって飛ぶ方向を決める。記号性受容体が人間であれ
ば、超音波を知覚できないため、超音波に備わる指示機能（その事物が別の事物を指示する機能）を受
容できないが、超音波を体表で受容することで、何らかの微少な生理が誘引される可能性はある。55

～70 dBの超音波（40–70 kHz）を呈示して脳波を測定する実験では、α1波が増加して β1波が減少し
た（索、石橋、綿貫 2004, 158, 160）。これらの例から、同じ記号であっても、記号性受容体によって、
指示機能が作用することもあれば作用しないこともあり、誘引機能が作用してもその事象が異なること
もあり得る、これらを確認できる。もちろん、当該記号の記号性が作用する範囲に記号性受容体が存在
しなければ、その記号性を受容できない。このように、記号には指示機能と誘引機能の両方が潜在する
が、記号性受容体が、これらを受容する能力を、備えない場合や停止している場合（例えば、睡眠時）、
記号に注意が向かない、当該記号の記号性が作用する範囲に存在しない、これらの状況においては、受
容できない記号性があり、記号性を全く受容できないこともあり得る。逆に言えば、記号性は、記号の
みでは作用せず、記号性受容体が記号性を受容することで作用するわけである。
この「記号」において「森羅万象は記号である。」との命題を否定することは不可能である。何故なら、

仮に人間が反例に気付いた場合、反例と認識した事物は、人間に対し、反例であることを指示し、反例で
あることを知覚するという活動を誘引するため、反例と認識した事物が実は記号であることが顕在化す
るからである。人間が指示機能も誘引機能も認知できないものの、実際には誘引機能が作用する場合、
例えば、自覚症状のない生理の誘引などの事例は、実際には誘引機能が作用しており、誘引機能が作用す
るということは、生理を誘引した事物は誘引機能を備えることを指示する指示機能を潜在すると言える。
つまり、これも記号である。仮に、あらゆる記号性受容体に対して指示機能も誘引機能も備えない事物
がある場合、それは反例であるが、その存在の有無を小子と読者が共有する今この時点で「共有する」
という活動の誘引機能が作用しており、これにより、誘引機能を備える事物であることを指示するため、
「それは記号である」ことが顕在化している。これは矛盾であるため、指示機能も誘引機能も備えない
事物は存在しないと見るべきであろう。これらのことから「森羅万象は記号である。*14」と言える。逆
に言えば、森羅万象は記号性（指示機能と誘引機能の少なくとも一方）という観点から読み解ける存在
であり、本論では、サウンドスケープ、デザイン、芸術、これらを記号性という観点から捉え直す。ま
た、「森羅万象は記号である」ため、記号について学ぶことは全人類にとって有益であり、本論はこれを
企図したものでもある。
ここで、ネルソン・グッドマン（1906–1998）が、その著書『芸術の言語』で示した記号についての

認識を確認する。同書では「記号 symbol」について、著者は定義を明示しない（グッドマン 2017, 1）
ものの、訳者は「何かを表すもの」と位置付ける（グッドマン 2017, 311–312）。つまり、グッドマン
（2017）は、〔最大限広く捉えて〕指示機能を備える事物を「記号 symbol」と捉えた。その上で、『芸
術の言語』における目的を「記号とは何か、記号システムとは何か、そしてそれらはわれわれの知覚、
行為、芸術、科学において—それゆえまた、われわれの世界の把握と創造において—いかに機能するの
か」という体系的な研究に　・歩・を・進・め・る　こと（グッドマン 2017, 303）と明示した。パースの記号論を認
識しつつ（グッドマン 2017, 3）も、記号性のもう一方である誘引機能を見落とし、「symbol」のみを対
象として論を進めたことは、まさに片手落ちであったが、　・歩・を・進・め・た　ことは間違いない。これに対し、
本論は、森羅万象が記号（指示機能と誘引機能が潜在する事物）であることを明証し、森羅万象を記号
という側面から読み解くことを提唱するわけである。

*14 念のため、この命題の逆「記号は森羅万象である。」は成り立たない。これは、「私は人間です。」は真でも「人間は私で
す。」は偽であることと同様に、森羅万象の中に一つ一つの記号が含まれるからである。
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また、森羅万象に備わる性質について、『大般涅槃經』巻第十四（大正新脩大蔵経刊行会 450上）に
「諸行無常」とあり*15、仏教では、森羅万象は常に流動変化すると説く。しかしながら、姿かたちが変
わっても、記号性を備えるという本質自体は変化しない。これを漢文で示す。

［原文］

諸行無常。而記号也。

［書き下し文］

諸行は無常なり。
しか
而れども記号なり。

［通釈］

森羅万象は、流動変化しており、一つとして同じ状態を留めるものはない。しかしながら、記
号性を備えるという本質自体は変わらない。

このように、「記号」という概念は、仏教をも補完し、森羅万象に備わる普遍的な本質を明らかにする。
ここで、記号に関わる特性をまとめる。

1○ 森羅万象は記号である。
2○ それぞれの記号には指示機能と誘引機能の両方が潜在する。
3○ 記号性は多面的である。
4○ それぞれの記号性は、記号性受容体に受容されることにより、顕在化する。
5○ 記号性受容体は、当該記号の記号性を受容できる範囲に存在しなければ、当該記号性を受容でき
ない。

6○ 記号性受容体は、当該記号の記号性の全てを受容できるとは限らない。
7○ 記号性受容体が記号を知覚できなければ、当該記号性受容体に対する指示機能は作用しない*16。
8○ 記号性受容体が記号を知覚しなくても、当該記号性受容体に対する誘引機能は作用し得る。

このように、記号性が作用するか否かは記号性受容体にも依存する。図 1.2の［デザイナーが意図す
るフロー］において、記号性受容体（客）は、ステップ S2で記号「 」の存在に気付かなければ、これ
以降のステップにおける全ての記号性を受容できず、ステップ S4で記号「 」の意味を知らなければ、
それが神社であることを認知できず目印にもできない。また、ステップ S4で道の途中に神社があるこ
とを認識しても、それを目印にするか否かを最終的に決定するのは記号性受容体（客）である。逆に、
ステップ S5がなくても、記号性受容体（客）は、ステップ S4で神社があることを認知すれば、ステッ
プ S6において、神社を目印にするか否かを自身で決定できる*17。しかしながら、デザイナーは、自ら
がデザインする「記号」の指示機能や誘引機能に留意してフローチャートを描くことで、様々な考察を
行え、デザインに反映しやすくなる。例えば、あらゆる記号性受容体（客）にこの「記号」を確実に知
覚させるには、記号「 」の大きさ・太さ・色をどのようにすべきか、その他の建物を案内地図からど

*15 『大般涅槃經』巻第十四には、「諸行無常・是生滅法・生滅滅已・寂滅爲樂。」の無常偈について、前世において雪山（ヒマ
ラヤ）で修行していた釈迦に帝釈天が教えた旨が記される。この本生譚は松原（2003, 234–237）に抄訳される。

*16 つまり、当該記号を知覚できない記号性受容体にとって、当該記号は誘引機能しか備えない対象である。
*17 ただし、記号「 」が、神社があることを指示した結果、記号性受容体（客）が目印にすることを決定したため、記号「 」
は記号性受容体（客）が神社を目印にすることを誘引したと言える。
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の程度省略して「 」を目立たせるべきか、あらゆる記号性受容体に確実に意味を伝えるには、「 」と
記すか「神社」と記すか併記するか神社のイラストを描くか、また、「この先 30m」と付記することで
神社を目印にする蓋然性が高まるのではないか、このような検討を行いやすくなる。ここで例示したよ
うに、デザインの対象を指示機能と誘引機能を備える「記号」と捉えて、記号性が適切に作用するよう
に「記号」をデザインすることは、デザイナーにとって一定の有益性がある。
指示機能が指示する対象は種々ある。子供と訪れた梅園で鶯が鳴いた場面を想定して、図 1.1を見直

して頂きたい。さえずりが聞こえた直後に子供が「ウグイスだ！」と声を上げたら、さえずりという音、
直接的には、それが聴取者の耳さらには脳内に届いた聴取音（記号）が「音源」を指示したわけである。
あるいは、「な～んの音だ？」と聞いて「ウグイスの鳴き声！」と答えたなら、聴取音（記号）は「音
源」だけでなく「鶯が鳴いた」という「意味」も指示したことになる。この場合、鶯は「様々な事物を示
す」指示機能における「様々な事物」の中の一つの事物である「音源」である。また、「鶯が鳴いた」も
「様々な事物」の中の一つの事物である「意味」である。そもそも、聴取音は、前述のとおり、嘴から発
せられた原音に似た音であるため、「様々な事物」の中の一つの事物である「原音」を指示する。この
ように、記号性受容体（人間）が受容する聴取音は、聴取音以外の事物である「原音」「音源」「意味」
を指示し、鶯のさえずりであれば、春という「時間」も指示し得る。このとおり、指示機能は「様々な
事物」を指示する。また、「どう思った？」と聞いて「きれい！」と答えたら「心理」を誘引したこと
になり、さえずりの直後にあたりを見渡したなら、姿を探すという「活動」を誘引したわけである。そ
して、さえずりを聞いた段階で、鼓膜近くから大脳聴覚野にかけてのニューロンが順次発火するという
「生理」が誘引され、さらに心理や活動が誘引されれば、これに伴う別の「生理」も誘引される*18 。こ
のように、誘引機能は「心理」「活動」「生理」を誘引する。もちろん、聴取者（記号性受容体）によっ
て、その時の状況によって、受容の仕方（受け取り方）は異なるため、これらの記号性の全てが普遍的
に作用するわけではないが、音（記号）には、ここで例示した記号性やそれ以外の記号性が多面的に作
用するポテンシャルがある。また、森羅万象は記号であるため「森羅万象は多面的である」と言える。
なお、聴取音が聴取可能な音量で、聴取者（記号性受容体）が聴覚障がい者ではなく寝ていなければ、
原音の指示機能と生理の誘引機能は確実に作用する。
サウンドスケープとはこのような「音の記号性が作用する“場”」であり、サウンドスケープで発生

する種々の作用は全て記号性（指示機能と誘引機能の少なくとも一方）で読み解ける（上巻：第 2章）。
“場”とは「　・人・間　の存在の基盤となる時空間を含む場所性の概念」（遠山、野中 2000, 5）とされるが、
「記号性受容体」や「記号源」などは人間に限定されないため、“場”とは「　・モ・ノ・や・コ・ト　の存在の基盤と
なる時空間を含む場所性の概念」である。これを定義として示す。

•“場”：モノやコトの存在の基盤となる時空間を含む場所性の概念。

記号性に類似の概念として、ジェームス・ギブソン（1904–1979）が提唱したアフォーダンスについ
て確認する。ギブソン（1985, 137）によれば、「環境のアフォーダンスとは、環境が動物に提供する
（offer）もの、良いものであれ、悪いものであれ、　・用・意・し・た・り・備・え・た・り・す・る　（provide or furnish）もの
であ」り、afford（～を提供する。～を利用可能にする）という動詞を名詞化した概念である。そのた
め、アフォードする対象は広範囲に及ぶ。例えば、「行動」のアフォード（ギブソン 1985, 149）は、記
号性における活動の誘引機能に相当し、「不快」のアフォード（ギブソン 1985, 149）は、記号性におけ

*18 少なくともニューロンは発火し、心拍数・血圧・免疫系などにも影響を与える可能性がある。
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る心理の誘引機能の一部である。しかしながら、環境が動物に「栄養物」をアフォードする（ギブソン
1985, 149）などの事例は、栄養物そのものをアフォードするため、その事物が　・別・の・事・物　を指示する「指
示機能」、その事物が　・別・の・事・象　を誘引する「誘引機能」、いずれでもない。「栄養物」は、記号性受容体で
ある動物に対し、光（視覚記号）・香（嗅覚記号）・味（味覚記号）・触（触覚記号）*19という五感記号に
より、摂取すべき対象であることの指示や摂取という活動の誘引という記号性を発揮する。つまり、栄
養物は記号のもとである記号源であるとともに記号でもある。このように、「行動」「不快」「栄養物」
という三つのアフォードの事例から、アフォードの対象は記号性（指示機能と誘引機能の少なくとも一
方）だけでなく記号源そのものの場合もあること、アフォーダンスには「指示機能」と「誘引機能」に
分離するという概念がないこと、この 2点が明確になる。アフォーダンスにおける摂取の概念は、記号
性受容体は記号源自体を摂取することがあるという視座を与え、この点で有用である。しかしながら、
アフォーダンスは「指示機能」と「誘引機能」の分離を意識しないため、この二つを別の機能として扱
える「記号」の概念は、整理のし易さという点で有利である。これらのことから、本論では、種々の事
物を記号という観点から読み解く。
また、活動の誘引機能に関し、「人々に適切な行動を伝える、マークや音、知覚可能な標識のすべて」

とするシグニファイアという概念があり（ノーマン 2015, 19）、これは「適切な」活動の誘引機能を作
用させる記号に相当する*20。
システムについて『広辞苑』には「複数の要素が有機的*21に関係しあい、全体としてまとまった機能

を発揮している要素の集合体。」（新村 2018, 1283）とある。例えば、南の島の浜辺で、穏やかな波音、
椰子の葉のささめき、鳥の声、これらに心を癒されるサウンドスケープは、「複数の要素（波音・椰子の
葉のささめき・鳥の声）が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能（癒し効果）を発揮してい
る要素の集合体。」であり、システムである。
また、シェーファー（2006, 42, 476）は「サウンドスケープ研究もまた、最終的には環境全体を対象

とする広い研究の中に組み込まれていかねばならない」「サウンドスケープ・デザイナーが耳を重視す
るのは、ただ現代社会の視覚偏重主義に対抗するためであり、究極的にはむしろすべての諸感覚の再統
合を目指すものなのである。」とも述べる。つまり、サウンドスケープ概念を提唱した、シェーファー
は、「五官の統合的な環境認識」を真の目的とし、決して、音及び聴覚に偏重することを望んだわけで
はない。実際、聴覚情報の「音」ではなく、視覚情報の「光」を記号と捉えれば、lightscape（いわゆる
landscapeに相当する）という概念も形成でき、これも「複数の要素（青い空・白い砂浜・緑の椰子の
葉・赤いハイビスカス）が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能（癒し効果）を発揮してい

*19 歯触り・舌触りで硬さを検知する。
*20 ノーマン（2015, 19）は「シグニファイア」について「記号論という異分野での長い、輝かしい経歴がある」が、自身は
「記号論で使われているのとは少し異なる方法で使っている」と記すため、補足する。シグニファイアは、アメリカ人であ
るノーマンにとっては、英語の signifierであるが、フランス語では signifiantである。そして、フランス語を公用語の一
つとするスイスのソシュールは、言語記号において、ある概念を指示する文字や音に対し、この signifiant（指すもの・意
味するもの・表すもの）の語を適用し、signifiantが指示する対象に signifié（指されるもの・意味されているもの・表さ
れているもの）という呼称を付与し、日本ではこれらをシニフィアン（記号表現）・シニフィエ（記号内容）と訳した。つ
まり、日本では、シニフィアンはソシュールの記号学における用語、シグニファイアはノーマンが提唱したデザインに際し
て活用すべき概念、このように、別の言葉が別の内容を意味するため、混同は考えにくいが、英語ではどちらも signifier
である。そのため、ノーマンは、signifier をソシュールの記号学における「記号表現」の意味では使っていないと述べた
のである。なお、ノーマンは記号論とデザインを異分野と述べるが、本論は記号論に基づいてデザインを読み解いていく。
ここに根本的な違いがある。

*21 有機体のように、多くの部分が集まって一個の物を作り、その各部分の間に緊密な統一があって、部分と全体とが必然的
関係を有しているさま（新村 2018, 2980）。
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る要素の集合体。」であるライトスケープ・システムである。このように、種々の事物（例えば、五感情
報）である記号 X（Xは名詞。五感情報であれば、light, sound, smell, taste, touch）それぞれに「X

の記号性が作用する“場”」である Xスケープという概念を適用でき、それがシステムとしての要件を
満たすこともある。このような対象を Xスケープ・システムと呼ぶことにする。

Xスケープ・システムのデザインに際してはシステム・デザインの手法を適用でき、逆に、サウンド
スケープを代表例とする、Xスケープ・デザインの手法を一部のシステムに適用できる可能性もある。
つまり、Xスケープ・システム・デザインにおいては、システム・デザインと Xスケープ・デザインの
手法を統合した新たなデザイン手法の提案にも繋がり得るわけである。
現在及び未来のためのデザインに際しては、過去を知ることも重要である。これにより、例えば、伝

統が途切れて忘れ去られたデザインがあったことを再認識でき、それを評価することで、伝統の復古
や観光資産としての活用など、現代における新たなデザイン活動に繋がることもある。実際、シェー
ファー（2006, 26–27）は、サウンドスケープ・デザインにおいては、調査・研究が前提にあり、設計は
その知見に基づいて行われるべきで、聴取者への教育を含め、これら全てがデザインである、このよう
な主旨を述べる。

五行

五声 五方サブシステム

システム

木  火  土  金  水要素

要素 角  徴  宮  商  羽

五季

東  南  中央  西  北 春  夏  四季  秋  冬

図 1.3: 五行システム

上古*22から江戸期・清代にかけての日本や中国に目を移すと、当時の社会では、万物を陰陽・五行・
十干・十二支に配当（分類）して理解するというシステムが根本思想として構築されていた*23。五行
（木・火・土・金・水）*24 には、五

せい
声（

かく
角・

ち
徴・

きゅう
宮・

しょう
商・

う
羽）*25 、五方（東・南・中央・西・北）、五季

（春・夏・四季全体または土用・秋・冬）、これらが配当される。また、十二支には十二律*26・十二箇
月・十二方位などが配当される。つまり、五行システムの下位に五声・五方・五季など、十二支システ
ムの下位に十二律・十二箇月・十二方位など、それぞれをサブシステムとして配し、五声サブシステム

*22 本論では、歴史時代の最初という意味で用いる。
*23 陰陽・五行・十干・十二支の起源については、第 6章（中巻）で確認する。
*24 万物は、分子や原子などではなく、この五元素から構成されると考えられた。
*25 中国の五音音階を構成する階名（下から宮・商・角・徴・羽）及びその相対的な音高（音の高さ）の総称。徴の一律（半
音）下である変徴、宮の一律（半音）下である変宮を加えたものを七声という。日本でも受容された。

*26 日本及び中国の音楽用語で、8度音程内に半音の音程を隔てて収められた 12個の音高の総称。
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は
かく
角・

ち
徴・

きゅう
宮・

しょう
商・

う
羽、五方サブシステムは東・南・中央・西・北、五季サブシステムは春・夏・四季全

体または土用・秋・冬、五色サブシステムは…、十二律サブシステムは
こう
黄
しょう
鍾・

たい
大
りょ
呂…、十二方位サブシ

ステムは北・北北東…、というように、それぞれを要素とするシステムを構築したわけである。図 1.3

に五行システムの構造を図示する。このシステムの特徴は、システム＞要素、システム＞サブシステム
＞要素、このような 2通りの構造が併存することにある。
このように、音については、十二支に律、五行に

せい
声、それぞれを配当したわけで、西洋音楽に準えれ

ば、律は音名で
せい
声は階名に相当する。律は絶対的な音高*27であり、その物理量は周波数である。西洋音

楽と同様に律は 12種類あり、各律には日本と中国で別々の呼称が付与され、律の集合体を十二律と総
称する。五声は中国を起源とする五音音階における相対的な位置を示す階名の集合体であり、日中両国
で、

きゅう
宮・

しょう
商・

かく
角・

ち
徴・

う
羽という呼称を付与する。五声は十二律から五律を選択して構成した音階と

も言え、西洋音楽にもいくつかのペンタトニック・スケール（五音音階）がある。十二律と五声の概念
は雅楽などで用いられるため、十二支システムや五行システムの下位に雅楽サブシステムがあり、各楽
器は雅楽サブシステムの要素である。そして、雅楽が演奏されれば、そこにサウンドスケープが成立す
る。つまり、雅楽は、システムであり、サウンドスケープの構成要素にもなり得る。よって、その特徴
を明らかにすることは、システムとサウンドスケープの過去の一例を知ることに繋がり、現在及び未来
においても有益である。しかも、当時は、音高が方位や季節などを意味するという、現在では周知され
ていない、システムが構築され、サウンドスケープが存在したのである。

1.2 黎明期におけるサウンドスケープ概念
本節では、Xスケープの代表例であるサウンドスケープに関し、この概念が生まれた背景と黎明期に

おける認識を整理する。

1.2.1 サウンドスケープ概念が生まれた背景
サウンドスケープ概念の成立には、楽音と騒音に対する概念の変容が関わっている。
楽音概念の変容には、1913 年に発表されたルイージ・ルッソロ（1885–1947）による騒音芸術*28、

1948 年から活動が始まったピエール・シェフェール（1910–1995）などによるミュージック・コンク
レート*29、1952年に初演されたジョン・ケージ（1912–1992）作曲の『4分 33秒』*30、このような流
れがあり、シェーファー（2006, 246–247）は、20世紀において環境音と音楽の境界が曖昧になったと
述べる。また、シェーファー（2006, 27–28）は、ケージの「音楽は音である。コンサートホールの中と
外とを問わず、われわれを取り巻く音である。」との言葉を引用し、「今日すべての音は、音楽の包括的
な領域内にあってとぎれのない可能性の場を形成している。」「音を出すすべての人、すべてのものが音
楽家」との立場を表明する。

*27 音の高さ。
*28 騒音を新たな音楽と捉え、音楽領域の拡大を目的に、自動車のエンジンの爆発音・銃が弾を発射する音などを疑似的に発
する新たな楽器などを用いて作られた音楽。

*29 楽器の音・自然界の音・都市の音など、あらゆる音を素材として、録音・加工・再構成して作られる音楽。
*30 4分 33秒間、演奏者が音を出さない曲。1952年の初演時は楽譜が無かったようだが、後に、三楽章それぞれに「Tact（休
止）」とその時間を記した楽譜が作られる（佐々木 2014, 23）。演奏中、聴取者は演奏者以外から偶発的に発せられる音を
聞いたり聴いたりすることになる。



12 第 1章 序論

騒音概念の変容については、騒音をＡ特性放射音圧レベル*31（日本規格協会 2012, 27）などの物理
量のみで規制することの矛盾の顕在化による影響も指摘できる。シェーファー（2006, 25）は、「騒音と
はわれわれがないがしろにするようになった音」であると述べ、単に騒音規制という消極的アプローチ
のみで対処すべきではないと主張する。例えば、かつて電車内でイヤホンから漏れ聞こえた音楽は、Ａ
特性放射音圧レベルが低くても耳障りな音であった。つまり、ある人が大音量で楽しむ音楽が別の人に
は小音量の騒音となるわけで、物理量のみで人と音の関係を語ることはできない。
シェーファーが、「音を出すすべての人、すべてのものが音楽家」と提唱して、全ての音が音楽であ

ることを暗示しつつも、「われわれがないがしろにするようになった音」と位置付けて、騒音の存在も
認めることは、一見、矛盾のように思える。しかしながら、これは、従来の概念における、音楽・環境
音・騒音などの境界が実は曖昧であったことの裏付けとも言え、この曖昧さの認識がサウンドスケープ
概念の成立に影響を与えたわけである。

1.2.2 サウンドスケープに対する従来の認識
このような背景の下、シェーファーが提唱したサウンドスケープという概念は、後に、Truax（1978,

126）により、「個人、あるいは特定の社会がどのように知覚し、理解しているかに強調点の置かれた音
の環境。」と定義され、「従って、それはその個人がそうした環境とどのような関係を取り結んでいるか
によって規定される。」と強調される（平松 2007, 180）。
また、シェーファー（2006, 20）は、サウンドスケープ研究の最終的な目標を「サウンドスケープ・

デザイン—すなわち、聴覚環境の意識的計画を導くこと」に設定した。サウンドスケープ・デザインと
いう言葉については、Xを名詞とする X designという用語の構造に従い、「サウンドスケープに対する
デザイン」と捉えるべきであるが、日本では、「サウンドスケープのデザイン」を意味するのではないと
され、「サウンドスケープという考え方に基づいたデザイン活動」（鳥越 1997, 144）と提唱された。

1.3 音高の記号性が作用するサウンドスケープ
まだサウンドスケープという概念がない時代にも「音風景」と呼べる空間は存在した。上古から江戸

期・清代にかけてのサウンドスケープに関し、日本や中国では、音高に時間（季節）や方位などの意味
があり、律に正確な音高には「理想化の力」があると考えられた。本節ではこれを整理する。

1.3.1 音高の記号性とサウンドスケープ
音響学では音の三要素を「大きさ」「高さ」「音色」と捉え、音楽学では「高さ」を音高と呼ぶ。本論

では、便宜上、この三要素を「音量」「音高」「音色」と呼び変える。これらの物理量については、音量
が音圧、音高は周波数、このように示せるが、音色については、一つの物理量に集約できず、波形とし
か言えない。かつては、音色を周波数特性と捉えていたが、例えば、ピアノで一つの音を弾き、その音
を録音して、逆再生すると、ピアノに似た別の音に聞こえる。何故なら、ピアノは弾き始めから徐々に
音量が小さくなる減衰音であるため、逆再生すると、音量が徐々に大きくなり、この特徴はバイオリン

*31 人は音圧レベルが同じでも周波数が異なると同じ大きさには聞こえない。例えば、同じ 50 dBの純音（正弦波の音）でも、
1 kHzと 100Hzとでは 1 kHzの方が大きく聞こえる。A特性は、各周波数の純音が同じ大きさに聞こえるように施す重
み付けである。
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の音色に類似するからである。このように周波数成分が同じ音は必ずしも同じ音色ではない。
「音の記号性」をこの三要素に分解することで「音量の記号性」「音高の記号性」「音色の記号性」と
いう概念を導出できる。「音量の記号性」については、例えば、ニュースの音は、小さすぎると聞き取
れず、大きすぎるとうるさく、聴取者に対し、適切な音量になるように調整するという活動を誘引する
などの作用を想定できる。「音色の記号性」と「音高の記号性」については、例えば、同じ音量・音高
の種々の音色、同じ音量・音色の種々の音高、それぞれが聴取者に様々な印象を与えるなどの作用を想
定できる。ただし、「音高の記号性」については、1.1節で前述のとおり、上古から江戸期・清代にかけ
ての日本や中国では、音高が方位や季節を意味するという、現在は周知されていないシステムが構築さ
れたため、サウンドスケープにおいても特異な記号性がある。そして、その実態の少なくとも一部を知
ることは、失われた過去の再発見にも繋がり、伝統の復古の是非を検討する活動を誘引する可能性があ
る。本論では、特異な記号性を備えるという特徴と過去を知るという観点から「音高の記号性」につい
て典籍及び遺物を併用して確認する。なお、「音高の記号性」は、広義には「音高の記号性（指示機能と
誘引機能の少なくとも一方）」の全てであるが、本論では「五声と十二律に基づく、音高の記号性（指示
機能と誘引機能の少なくとも一方）」を狭義の「音高の記号性」と呼び、以下、「音高の記号性」と呼ぶ
際は狭義の「音高の記号性」を意味する。

1.3.2 古の調律具
「音高の記号性」に関し、正確な音高の律を得るには調律具を欠かせない。上古から江戸期・清代にか
けての日本や中国において、調律具は耳で聴き比べて製作されたと考えられるため、その精度は音程*32

の閾値*33と同程度と仮定できる。そこで、音程の閾値を確認する。音程の物理量は二つの音高の周波
数比であり、周波数比を聴覚に則した音程に変換する対数単位をセントという。周波数 f0 に対する周
波数 f1 のセント値は 1200 log2

f1

f0
であり、セント値は音程（周波数の比）の等比級数的な関係を等差級

数的な関係に変換する。例えば、周波数比が 2である 1オクターブの音程は 1200セントであり、周波
数 f2 に対する 2f2、2f2 に対する 4f2、この二つの音程を人は同じ音程として知覚する。また、100セ
ント・200セントの音程はそれぞれ半音・全音として認識される。このように、セント値は人間の聴覚
特性に沿っている。音程の閾値は、特別に訓練された優秀な耳を持つ人が 7セント程度*34、かなりよ
く訓練された人が 13セント程度（田辺 1982, 129）とされるが、「程度」という表現があいまいなため、
本論では、7セントと 13セントの中間値を閾値とし、7セント程度を 4セント以上 10セント未満、13

セント程度を 10セント以上 16セント未満とする。
上古から江戸期・清代にかけての日本や中国で使用された調律具の代表例は、律管である。律管は、

所望の律を得るために管長や内径を規定した上下貫通の管であり、下端を指で閉じて上端に斜めから息
を吹き込むことで音高の基準を得る。このように数値に基づいて設計されるため、精度は高いように思
えるが、実際には、息を吹き込む角度により音高が一律から二律変動し*35（林 1973, 429）、気温によ
る音速の変化にも影響を受けるため、精度を突き詰めるには極めて慎重な吹奏が必須となる。

*32 音高と音高の距離。
*33 「音程の閾値」とは、音高 Aと音高 Bの違いを弁別できるか否かの境界の音程のことである。
*34 このような人はめったにいない。
*35 尺八の場合、唇が歌口を覆う程度が変わることが直接の要因であり、管を立てて歌口を覆う面積が広がるほど、音高は高
まる（小島 2018, 23–25）。これに基づき、律管でも同様と判断する。なお、尺八の演奏では、これを利用し、首を上下に
振ることで周波数変調によるヴィブラート（縦ユリ）をかける。また、横ユリという奏法は、顎を左右に振るヴィブラート
である。いずれも周波数変調だけでなく振幅変調を含む可能性がある。
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この問題を解決する調律具は、例えば、青銅製の
しょう
鍾*36であり、鳴らす人の技能によらず、実用上、安

定した音高を得られる。
しょう
鍾の音高の変動要因は大きく二つある。一つは約 −0.3セント/◦Cでの気温の

影響であるが、年間に 40 ◦C変動しても約 12セントの差であり、かなりよく訓練された人の音程の閾
値（10セント以上 16セント未満）と同程度である。もう一つは、長年月にわたる振動の累積が誘引す
る金属破壊に伴う音高の低下であるが、梵鐘には数百年程度の寿命がある*37ことから類推すると長期
間の使用は可能であり、王朝の交代に伴う音階の変更があった場合、破壊に至る前に使命を終えた事例
があったことも想像できる。

しょう
鍾の課題は寸法だけでなく銅と錫の配合にも留意するという高度な製造技

術を要することにあり、所望の音高を得るまでに何度も鋳造を繰り返すことがあったと考えられる。
このような一長一短があるためか、上古以来、西洋から音叉が伝来するまでは、中国では、律管と

しょう
鍾

が併用され、十二律に対応した一組はそれぞれ十二律管・十二律鍾と総称される。また、日本では、十
二律鍾ではなく、十二律管が受容された。
律管と

しょう
鍾について、前 239年に完成した『呂氏春秋』巻五「仲夏紀」（明治書院 上:134–135）古樂条

は、黄帝（前 2711–前 2599）代に、まず十二律管を創り、その直後にそれに基づく十二律鍾を創った、
このような旨を記す。これは、初めに律管を理論上の基準として製作して、より安定した音高を得るた
めに律管の音高を

しょう
鍾に移した、このように考えれば、合理的な手順である。

［原文］

昔黃帝令伶倫作爲律。伶倫自大夏之西、乃之阮隃之陰、取竹於嶰谿之谷、以生空竅厚鈞者、斷兩
節間、其長三寸九分而吹之、以爲黃鍾之宮。吹曰舍少。次制十二筒、以之阮隃之下、聽鳳

（ママ）
皇之鳴、

以別十二律。……黃帝又命伶倫、與榮將鑄十二鐘、以和五音、以施英韶。

［書き下し文］

昔、黃帝、伶倫をして律を
さく
作

い
爲せしむ。伶倫、大夏の西より、

すなは
乃ち阮隃の陰に

ゆ
之き、竹を　

かいけい
嶰谿　の

谷に取り、生じて空
けう
竅の厚さ

ひと
鈞しき者を

もつ
以て、

りやう
兩　

せつ
節　の間を斷ち、

そ
其の長さ三寸九分にして

これ
之を

吹き、
もつ
以て　

くわうしよう
黃 鍾　の宮と爲す。吹けば舍少と

い
曰ふ。次に十二

とう
筒を制し、

もつ
以て阮隃の

もと
下に

ゆ
之き、鳳

皇の
めい
鳴を聽き、

もつ
以て十二律を

わか
別つ。……黃帝

また
又伶倫に命じ、榮將と

とも
與に十二鐘を

い
鑄、

もつ
以て

ご
五

ゐん
音を

和し、
もつ
以て

えい
英

せう
韶を施さしむ。

［通釈］

昔、黄帝（前 2711–前 2599）は下臣である伶倫に音階を作らせた。伶倫は、大夏（山西省北部
の地）の西から阮隃山（崑崙山）の北側に行き、竹を　

かいけい
嶰谿　の谷で取り、生長して内径の厚さが均

一な竹を選び、節と節の間を切って、管長を三寸九分にして、これを吹き、
きゅう
宮である

こう
黄

しょう
鍾*38の

音高とした。その音色は舍少（シャー）というものであった。次に、伶倫は、合計で十二本の管
を、作って阮隃山（崑崙山）の麓に行き、鳳皇の鳴き声を聴いて十二律を分けた。……黄帝は、

*36 上古の中国で製造され、梵鐘の祖型にもなった。第 6章（中巻）で詳説する。
*37 寿命に影響する寸法は厚さと考えられ、材料の純度なども影響を想定できる。梵鐘の場合、奈良期に鋳造された東大寺（奈
良市雑司町 406–1）の大梵鐘は、現在、毎晩 8時に鳴らされており、江戸期の鋳造でも、割れた鐘は散見される。このよ
うに、鐘の寿命を一概に語ることはできない。

*38 中国の標準音の音名で日本音名の壱越に相当する。なお、中国には、標準音の音高が異なる複数の音階があり、ほとんど
の場合、中国音名の黄鍾（こうしょう）と日本音名の黄鐘（おうしき）は、異なる音である。
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また、伶倫に命じて、栄将*39と共に十二律に合わせた十二律鍾を鋳造させ、
ご
五
いん
音を和（全体に調

和した理想的な状態）*40にして美しい楽を作らせた。
こう
黄

しょう
鍾の管長について、黄帝代は「三寸九分」とするが、劉安（前 179–前 122）などが撰した『淮南

子』「天文訓」（明治書院 167–168）に「九寸」と記されて以降、これが定着する*41。この制に準ずる楽
器が、管長を十二律管それぞれの 2倍とする尺八であり、

つつ
筒

ね
音*42は律管と一致する*43。日本と中国の

雅楽に用いられた尺八は「六個の指孔と三個の節を備える尺八」である六孔三節尺八で、これについて
は、第 8章（下巻）で精査する。
十二律鍾は雅楽に用いられ、

しょう
鍾は楽鍾とも呼ばれる。梵鐘は、楽鍾を祖とするため、本来、所望の律

に調定したと考えるべき音具である。これについては、第 6章（中巻）及び第 9章（下巻）で確認する。
なお、石や銅などを「ヘ」の字形の板に加工した

けい
磬も調律具になり得るが、『呂氏春秋』が記すよう

な、調律具としての逸話を明示する漢籍は見当たらないため、本論では詳細な確認を行わない。

1.3.3 五声や十二律の意味
本項では、五声と十二律に対する方位と季節の配当を確認する。その理由は、第 9章（下巻）で後述

するように、この二つが梵鐘の音高に関係するためである。

表 1.1: 五声の配当

五行 五声
律の音階 呂の音階

五方 五季（日本雅楽・声明律曲） （中国雅楽・声明呂曲）
律名 西洋音名 律名（呂曲） 律名（中国） 西洋音名

水 羽 盤渉 B 盤渉 南呂 B 北 冬
火 徴 黄鐘 A 黄鐘 林鍾 A 南 夏
木 角 双調 G 下無 姑洗 F♯ 東 春
金 商 平調 E 平調 太蔟 E 西 秋
土 宮 壱越 D 壱越 黄鍾 D 中央 四季
※ 西洋音名は目安。黄鍾をほぼ Dとする。

表 1.1に五行に基づく五声の配当を示す。五声は音階の種類によって
かく
角の位置に違いがあり、西洋音

楽の長調と短調において第 3音と第 7音*44が異なることと同様に、
かく
角の位置が異なる五声は、それぞ

れに固有の印象を与える。日本及び中国の音階は、例えば、律と呂に二分でき、日本雅楽と
しょう
声

みょう
明の律

曲は律の音階、中国雅楽と
しょう
声

みょう
明の呂曲は呂の音階である。表 1.1において、「律の音階」に日本雅楽と

しょう
声

みょう
明の律曲の律名とそれにほぼ相当する西洋音名*45、「呂の音階」に中国雅楽と

しょう
声

みょう
明の呂曲の律名と

*39 十二律の制定は伶倫だけで行ったため、鋳造の工人であると捉えられる。
*40 「和」については、6.3.2項（中巻）で、殷（前 1600頃–前 1046）や周（前 1046–前 256）における字形（甲骨文・金文）
から本来の字義を確認し、「各要素が最適化され、理想的なシステムが構築された状態。」と定義し直す。

*41 平野他（1989, 121）は、漢代（前 206–220）以降とする。
*42 指孔を全てふさいだ際の管長及び内径に由来する音高。
*43 気柱振動により得られる音の波長は、閉管である律管は管長の 4倍、開管である尺八は管長の 2倍であり、内径の影響を
無視すれば、律管と尺八で一致する。

*44 ある音階の中で、主音を第 1音として、順次上昇してこのように数える。
*45 A・B・C・D・E・F・Gは、ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソに相当する。
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それにほぼ相当する西洋音名*46、それぞれを記す。「律名」は
きゅう
宮を日本律名の

いち
壱
こつ
越及び中国律名の

こう
黄
しょう
鍾

とした際の律であり、中国雅楽と
しょう
声

みょう
明の呂曲の音階がほぼ同じことを示すために、

こう
黄

しょう
鍾を西洋音階の

Dに位置付ける。そして、「五方」と「五季」に五声に配当される方位と季節を示す。
なお、

しょう
声

みょう
明の音階については、鎌倉期に呂曲と律曲以外に中曲という音階も加えられて現在に至る。

その初見は、弘長元（1260）年に天台宗の声明家である
たん
湛

ち
智（1163–1237?）が著した『聲明用心集』巻

上（春秋社 275）の「音樂」就三律五音用笛孔樣（三種ノ五音ニ就テ笛ノ孔ヲ用ル樣）条であり、「呂
曲」を『樂書要錄』の音階、「中曲」を『

しっ
悉
たん
曇
ぞう
藏』の音階、「律曲」を日本古来の神楽の音階、このように

位置付け、次のように記す。

［原文］

呂曲
一ニハ辰旦ノ七音如樂書要錄
中曲
二ニハ印度ノ五七音如悉曇藏説
律曲
三ニハ日本ノ五音如神樂

これに加え、音階も図解されており、これらをまとめると表 1.2のようになる。「1」～「12」は十二
律において

きゅう
宮を第 1音として上昇して数えた際の音の位置である。「反徴」「反宮」は「変徴」「変宮」と

も呼ばれ、七声音階における
せい
声（階名）である。「梅」は、

えん
塩
ばい
梅音と呼ばれる、

しょう
商及び

う
羽からそれぞれ一

律半高い*47音で、『聲明用心集』ではそれぞれ「下梅」「上梅」と記される。『樂書要錄』は天平七（735）
年に吉備真備（695–775）が将来した音楽の理論書で、『

しっ
悉

たん
曇

ぞう
藏』は元慶四（880）年に天台僧である安

然（841?–915?）が著した
しっ
悉
たん
曇*48についての研究書である。なお、中曲をインドの音階とする理由につ

いては、単に『
しっ
悉

たん
曇

ぞう
藏』に記されていること以外に思い浮かばず、合理的な説明はできない。

表 1.2: 声明の音階

呼称 別称 国 具体例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

呂曲 上曲 中国 樂書要錄 宮 × 商 × 角 × 反徴 徴 × 羽 × 反宮
中曲 中曲 印度 悉曇藏 宮 × 商 梅 角 × 徴 × 羽 梅
律曲 下曲 日本 神楽 宮 × 商 × × 角 × 徴 × 羽 × ×

表 1.3に十二律の配当を示す。表 1.3において、「律（日本）」に日本の律名とそれにほぼ相当する西
洋音名*49、「律（隋・唐）」に隋（581–618）と唐（618–907）の律名とそれにほぼ相当する西洋音名、そ
れぞれを記す。律を定める（実務的には律管の管長を定める）尺を律尺と呼び、中国では、王朝の交代
などの理由で種々の律尺が作られたため、尺度が異なると同じ律名でも音高は異なる。「律（隋・唐）」

*46 F♯については G♭と記す方が適切な時代もあり、このように厳密に記し分ける場合は、G♭は F♯よりも 23.5セント低い。
本論では必要に応じ、このように記し分ける。

*47 現在の天台声明では、半律下がって一律高くなっている。
*48 梵語（サンスクリット）を表記するブラーフミー文字。
*49 雅楽とそれ以外の楽を対比して分ける場合、それ以外の楽を俗楽と呼ぶ。表 1.3 に記す西洋音名は雅楽の音階に相当する
音名。23.5セントの差を考慮して厳密に記し分ける場合の俗楽の西洋音名については、表 8.23（下巻：8.7.2項）を参照。
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に記す隋・唐の正律*50と古律*51は、本論に特に関係する音階である。「月」は十二箇月で、「陰暦」に相
当する月を記す*52。なお、十二方位ではなく、八方位を示すときは、艮（北東）に丑と寅、巽（南東）
に辰と巳、坤（南西）に未と申、乾（北西）に戌と亥、それぞれを配当する。また、日本律名「

おう
黄
しき
鐘」と

中国律名「
こう
黄
しょう
鍾」は、どちらも「黄鐘」と記されるが、「

こう
黄
しょう
鍾」をほぼ Aの音高とする音階以外は「

おう
黄

しき
鐘」と「

こう
黄
しょう
鍾」は別の音高であり、「鐘」には「鍾」の字も併用される。本論では、原則として、日本律

名を「黄　・鐘　」、中国律名を「黄　・鍾　」*53と記し分け、引用部については原典に従う。

表 1.3: 十二律の配当

十二支 律 (日本） 律 (隋・唐） 十二方位 月 陰暦律名 西洋音名 律名 西洋音名 (正律） 西洋音名 (古律）
亥 上無 C♯ 應鍾 E B 北北西 孟冬 10月
戌 神仙 C 無射 D♯ A♯ 西北西 季秋 9月
酉 盤渉 B 南呂 D A 西 仲秋 8月
申 鸞鏡 B♭ 夷則 C♯ G♯ 西南西 孟秋 7月
未 黄鐘 A 林鍾 C G 南南西 季夏 6月
午 鳧鐘 G♯ 蕤賓 B F♯ 南 仲夏 5月
巳 双調 G 仲呂 A♯ F 南南東 孟夏 4月
辰 下無 F♯ 姑洗 A E 東南東 季春 3月
卯 勝絶 F 夾鍾 G♯ D♯ 東 仲春 2月
寅 平調 E 太蔟 G D 東北東 孟春 正月
丑 断金 E♭ 大呂 F♯ C♯ 北北東 季冬 12月
子 壱越 D 黄鍾 F C 北 仲冬 11月
※ 西洋音名は目安。

そして、日本では梵鐘の律が仏尊を意味するとの指摘がある。実光院（京都市左京区大原勝林院町
187）の住職であって仏教音楽学者でもあった天納傳中（1925–2002）は、京都大原に所在する二寺院の
梵鐘と本尊の関係を次のような趣旨で語った。勝林院鐘は

ひょう
平

じょう
調（ほぼ E）に調定されている。本尊で

ある阿弥陀如来が回向の仏様で、物悲しさを、秋を意味する
ひょう
平

じょう
調で表している。来迎院鐘は

そう
双

じょう
調（ほ

ぼ G）である。本尊である薬師如来が祈願の仏様で、歓びを、春を意味する
そう
双

じょう
調で表している（中川

2004, 31–32）。これは五行思想*54に基づくものであり、氏が二仏の浄土*55がそれぞれ西方と東方にあ
ることを知らないはずはない。物悲しさを秋、歓びを春、このように抽象的な比喩で五季に結び付けな
くとも、表 1.1に示す五声の五方への配当から二仏に配当される律は定まるため、これを確認する。
阿弥陀如来の浄土は、『佛説阿彌陀經』（大正新脩大蔵経刊行会 346）に次のようにあり、西方極楽浄

土である。

*50 十二律の基準となる黄鍾（こうしょう）の音高をほぼ Fとする音階。
*51 十二律の基準となる黄鍾（こうしょう）の音高をほぼ Cとする音階。
*52 夏（前 2070頃–前 1600頃）（岳 2005, 264–265）、殷（前 1600頃–前 1046）（岳 2005, 264–265）、周（前 1046–前 256）
は、正月をそれぞれ、11月、12月、1月とした。表 1.3は、夏暦に基づく。

*53 比較的漢籍に見られる。
*54 万物は、木・火・土・金・水という 5種類の元素で構成されるという思想。
*55 仏が住む清浄な国土。
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［原文］

從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。

［書き下し文］
これ
是より西方十萬億の佛土を過ぎたるに世界有り。名づけて極樂と

い
曰ふ。

そ
其の土に阿彌陀と號する

佛有り。

［通釈］

西方に向かい、十万億の浄土を過ぎると、極楽という世界があり、阿弥陀という名の仏がい
らっしゃる。

薬師如来の浄土は、『佛説藥師如來本願經』（大正新脩大蔵経刊行会 401）に次のようにあり、東方浄
瑠璃世界である。

［原文］

東方過此佛土十恒河沙等佛土之外。有世界名淨琉璃。彼土有佛。名藥師琉璃光如來。

［書き下し文］

東方此の佛土を過ぎ十恒河沙等佛土の外、世界有りて淨琉璃と名づく。
か
彼の土に佛有り、藥師琉

璃光如來と名づく。

［通釈］

東方に向かい、数えきれないほど多くの浄土を過ぎると、浄瑠璃という世界があり、薬師瑠璃
光如来という名の仏がいらっしゃる。

このように仏尊と五方は結び付くため、さらに五声とも結び付く余地はあり、天納の指摘には相応の
妥当性がある。これについては、第 6章（中巻）及び第 9章（下巻）で確認する。

1.3.4 正確な十二律による「理想化の力」
本項では、音高が正確な十二律には「理想化の力」が備わると信じられたことを概説する。
例えば、前 4世紀頃から前漢（前 206–8）の昭帝（在位：前 87–前 74）の頃まで書き継がれた（金谷

1987, 361）『管子』「五行篇」（明治書院 中:753–754）には次のようにある。

［原文］

五聲於六律也、六月日至。……審合其聲、修十二鍾、以律人情。人情已得、萬物有〔已〕極、然
後有德。

［書き下し文］

五聲の
りく
六律に於けるや、

りく
六月にして日至あり。……

つまびら
審かに

そ
其の聲を合わせ、十二鍾を修め、

もつ
以
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て人情を律す。人情
すで
已に得て、萬物

すで
已に極まり、然る後に德有り。

［通釈］

五声は十二律に係わり、六律に対応する六箇月ごとに冬至と夏至がある。……五声の音階を精
密に定めて、雅楽器の調律の基準でもある十二律鍾の音高を調定することで、人の感情をあるべ
き状態にする。そして、人の感情と万物が極上の状態となった*56後に、人や物にそれぞれ備わる
本来の性質が確立される。

このように、上古の中国人は「十二律の精密な音高には世の中を理想化する力がある」と信じた*57。本
論では「律に正確な音高により世の中を理想化すると考えられた力」を「理想化の力」と呼ぶ。十二律
鍾はシステムでもあるため、当時の人々は、正確な律で世の中を理想化することを意図したサウンドス
ケープ・システム・デザインを行ったわけである。また、このような「音高（pitch）の記号性が作用す
る“場”」に対しては、ピッチスケープという呼称も付与でき、理想化という機能を発揮することを意
図したピッチスケープ・システム・デザインを行ったとも言える。

1.3.5 音高の記号性
以上述べたように、五声と十二律には意味があり、律に正確な音高には「理想化の力」が宿ると信じ

られた。本論では、陰陽・五行・十干・十二支に基づいて音高に配当された意味の指示機能、音高の正
確さが様々な事象を誘引すると信じられた誘引機能、これらを「音高の記号性」と呼び、第 II部（中・
下巻）で詳説する。

1.4 既往研究の課題
本節では、既往研究の課題を整理する。

1.4.1 従来のサウンドスケープ概念の課題
サウンドスケープ概念に対しては、従来、様々な問題が指摘されており、本項ではこれを整理する。

1.4.1.1 「サウンドスケープ」の定義の曖昧さ
西村（2005, 17–18）は、サウンドスケープの理論的基盤は極めて脆弱であると指摘し、その原因を

Truaxの定義自体の曖昧さに帰結する。具体的には、『平野の音博物館』*58事業というサウンドスケー
プ・デザインの現場での体験を例示し、一般市民からの「サウンドスケープとはいったい何か？」「何
の役に立つのか？」という問いに対し、Truaxの定義では具体的かつ説得力のある説明をできなかった
と述べる。このように、サウンドスケープ・デザインの実践領域においては、Truaxの定義では、専門

*56 「人情已得、萬物已極、」は対句であり、「人情」と「萬物」が並立の関係であるため、このように意訳する。新釈漢文大系
本が、「人の感情が規律正しく安定することとなって、すべての事柄が適正に行われて過失がなく」として、「人情」を主、
「萬物」を従の関係に作って解釈する（『管子』 明治書院 中:755）のは、律に正確な音高が人だけではなく物本来の性質ま
でも確立するという発想がなかったからであろう。

*57 「そんなことがあるものか」と思う方もおられようが、これは古代人の思想であり、『管子』からはこう読み解ける。
*58 大阪市平野地区の音を聴けるデジタル・アーカイブ。聴取者が音の背後にある町の物語や町の人にとってのその音の意味
に興味を持つことを目的とする。
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家であっても、明瞭に説明できず、一般市民に対する的確な教育を行えない、これらが例証される。ま
た、西村（2005, 17–18）は、Truaxの定義の不備について、その対象をサウンドスケープとして捉え
るには「どの程度強調点を置けばよいのか」ということが不明確であるとも指摘する。つまり、音が存
在する個別の“場”に対し、それがサウンドスケープであるか否かを判断できない状況が起こり得るわ
けである。
これ以外にも、Truax の定義では、サウンドスケープの構成要素が不明確であるため、サウンドス

ケープの実態が漠然としているという根本的な問題も指摘できる。例えば、「音の環境」という言葉に
おいても、構成要素の中に音が含まれることは理解できるが、音源は含まれるのか、聴取者は含まれる
のか、他に含まれるものはないのか、これらについての言及はない。
このように、従来の Truaxの定義によるサウンドスケープ概念では、学習者にとっては曖昧な理解の

まま学習が進み、研究者自身も研究の対象が不明確なまま研究を進めてきた。つまり、従来、サウンド
スケープに対しては、明瞭な教育や研究が行われたとは言い切れず、曖昧な部分を残しながら受容され
てきたわけである。
一方、庄野（1991, 193–194）は、サウンドスケープとは「我々が記号化して捉えた聴覚世界」である

と明快に指摘した。記号という概念に着目したこの事績は、サウンドスケープを「音の記号性が作用す
る“場”」と定義する本論の先駆とも言える。ただし、「聴覚世界」は内界*59の事象であり、例えば『残
したい日本の音風景 100選』（環境省 1996）では実際の場所をサウンドスケープとするため、内界と外
界*60を統合する定義が必要である。
これに対し、Thompson（2004, 1）は、サウンドスケープについて、「ランドスケープと同様に、サウ

ンドスケープは物質的な環境であると同時にそうした環境の把握の仕方でもある。」と述べて、外界と内
界を統合した見方をしており、サウンドスケープを「聴覚的あるいは耳にかかわるランドスケープ（an

auditory or aural landscape）。」と定義する。これに大きな異論はないが、「聴覚的あるいは耳にかか
わる」との限定はあまりにも範囲が広いなど、明確な定義とは言えない（上巻：3.4.1項）。
総じて、従来のサウンドスケープの定義は不明確と言わざるを得ない。

1.4.1.2 「五官の統合的な環境認識」という最終目標に対する停滞
シェーファー（2006, 42, 476）は「サウンドスケープ研究もまた、最終的には環境全体を対象とする

広い研究の中に組み込まれていかねばならない」「サウンドスケープ・デザイナーが耳を重視するのは、
ただ現代社会の視覚偏重主義に対抗するためであり、究極的にはむしろすべての諸感覚の再統合を目指
すものなのである。」と述べる。しかしながら、Truaxの定義におけるサウンドスケープ概念は、シェー
ファーの意図する方向に進むどころか、音に関する概念であるにもかかわらず、「五官の統合的な環境認
識」をも謳うため、聴覚をことさらに強調するサウンドスケープは自己矛盾を来たす（平松 2007, 186）
と捉えられた。このような認識に基づくサウンドスケープ研究は、「五官の統合的な環境認識」という
最終目標に対し、進歩するどころか停滞したままであると指摘せざるを得ない。
これに対し、鳥越（1997, 158–159）は、そもそも人間の感覚は全身感覚的であるため、聴覚を意識

しても他の感覚も自ずと働くことを前提に、サウンドスケープとは、必ずしも「聴覚の優位」を説くも
のではないと指摘する。例えば、舗装道路と砂利道との足音の違いは、それをきっかけとして足元の感
触や香りの違いを気付かせるというわけである。これは、聴覚を基に別の五感を誘引するという立場で

*59 心の中の世界。
*60 自分のまわりの世界。



1.4 既往研究の課題 21

あり、「サウンドスケープ研究もまた、最終的には環境全体を対象とする広い研究の中に組み込まれて
いかねばならない」と述べて、サウンドスケープを環境全体の一部と捉えた、シェーファーの意識を逆
方向から見たものである。つまり、鳥越氏の指摘は、シェーファーの主張を、補完するが、具現化する
わけではない。
総じて、サウンドスケープと環境全体との関係を理論的かつ体系的に示して来なかったのが従来の姿

である。

1.4.1.3 「サウンドスケープ・デザイン」の定義の曖昧さ
次に指摘すべきは、サウンドスケープ・デザインの定義である。
1.2.2項で前述のとおり、英語においては、Xが名詞である X designという用語は Xをデザインの

対象とすることを意味するが、日本では、サウンドスケープ・デザインとは「サウンドスケープのデザ
イン」を意味するのではない（鳥越 1997, 144）と説かれた。これについてもいくつかの問題がある。
まず、教育者にとっては、「サウンドスケープ・デザインとは、サウンドスケープのデザインではない」
という、一般論に対する例外である理由の説明が必要であり、学習者にとってもそれを理解する必要が
ある。ところが、サウンドスケープには標識音・基調音などの用語があり、それに対するデザインも行
うため、「音そのもののデザインを排除するものではない」とも述べる（平松 2007, 195）。これは矛盾
であり、学習者の混乱を招くことは明白で、不明瞭な理論がサウンドスケープ概念の普及の妨げとなる
ことも当然である。そもそも、西村（2005, 17–18）の指摘どおり、Truaxによるサウンドスケープ自
体の定義が曖昧なため、サウンドスケープ・デザインについても理解が困難な概念に変容した可能性を
想定すべきであろう。
一方、日本では、サウンドスケープ・デザインを「サウンドスケープという考え方に基づいたデザイ

ン活動」（鳥越 1997, 144）とするが、これに、Truaxによるサウンドスケープの定義を適用すると、サ
ウンドスケープ・デザインとは「個人、あるいは特定の社会がどのように知覚し、理解しているかに強
調点の置かれた音の環境という考え方に基づいたデザイン活動」となり、意味するものは簡潔でもなく
明瞭とも言えない。また、「サウンドスケープという考え方に基づいたデザイン活動」においても、デ
ザインの対象は必ずあり、実際のデザインに際しては、それを明確にする必要がある。これについて、
従来は、関係性や状況づくりといったコトのデザインとしてきた（平松 2007, 207–209）。関係性とは、
例えば、同じ音でも、文脈により、聴取者により、異なった受け止め方がされるということであり、状
況づくりとは、このような関係性を新たに生み出すための仕掛けづくりである。もちろん、コトのデザ
インを行なうにも何らかのモノが必要となるが、従来、これらを体系的に説明した例はない。その理由
としては、サウンドスケープ・デザインを「デザイン活動」と捉えたことにより、デザインの対象を明
確にしなかった実態を指摘でき、さらには、その根本原因をサウンドスケープの構成要素を明確化でき
ない Truaxによるサウンドスケープの定義に帰結できる。そして、構成要素が不明確だということは、
デザインの対象が不明確だということであり、手法も不明確と言わざるを得ない。
また、サウンドスケープ・デザインの原理についても不明確なままである。シェーファー（2006,

476–477）は、サウンドスケープ・デザインの原理として「耳と声の重視」「音の象徴性の重視」「自然
のサウンドスケープのリズムとテンポの知識」「軌道をはずれたサウンドスケープを本来の姿に戻すた
めにバランスをとる

メカニズム
仕組みの理解」の 4項目を挙げるが、この全てにサウンドスケープ・デザインとし

ての普遍性があることを明言したわけではない。
総じて、サウンドスケープの構成要素、サウンドスケープ・デザインの定義、サウンドスケープ・デ
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ザインの原理・対象・手法、これらが不明確な状態である。

1.4.1.4 狭小化されたサウンドスケープ概念の範囲
シェーファー（2006, 32）が、サウンドスケープを「われわれが研究の対象とするすべての音響的

フィールド」とし、「ある音楽作品やあるラジオ番組も一つのサウンドスケープ」である旨を述べたと
おり、サウンドスケープと捉えるべき対象は広範囲にわたり、サウンドスケープ・デザインも、音楽な
どの作品制作はもちろん、音のデザイン全般に適用できる概念である。
しかしながら、このことは周知されておらず、サウンドスケープ・デザインとして例示されるのは、

環境保全活動として位置付けられた『ねりまを聴く しずけさ 10選』『長崎サウンドデザイン塾』『残し
たい日本の音風景 100選』、音環境創造活動という位置付けの『滝廉太郎記念館の庭園整備』『平野の音
博物館』（平松 2007, 226–237）などであり、土地や地域、少なくとも庭園以上の規模を対象としたデザ
インである。このような事例により、研究者の間にも、サウンドスケープ・デザインはある程度の規模
を有する空間に対してなされるデザインである、このような観念が働いている可能性が疑われる。
こうした状況を招いた要因として次の 3点を指摘できる。1点目は、やはり、Truaxの定義であり、

サウンドスケープを「音の環境」とするため、ある程度の規模を有する空間であることを印象付けた可
能性がある。環境には「 1⃝めぐり囲む区域。 2⃝四囲の外界。周囲の事物。時に、人間または生物をと
りまき、それと相互作用を及ぼし合うものとして見た外界。自然的環境と社会的環境がある。」（新村
2018, 652）という二つの意味があり、 2⃝の意味で捉えた場合、ある程度の規模を有する空間を意味す
る。また、仮に、Truaxの意図した「環境」が 1⃝であったとしても、環境を 2⃝の意味で捉えられてしま
えば、誤解を招く可能性がある。2点目は、シェーファー（2006, 36–38）自身が、サウンドスケープの
主要なテーマを分類する際に区別する音として、標識音や基調音といった、共同体や特定の社会といっ
た比較的大きな規模の“場”で聴かれる音を対象としたことである。これらにより、庄野（1978, 77）
が『世界の調律』の意義を「　・環・境　音の含む問題性を明確化し、音響（サウンドスケープ）・デザイン*61と
いう積極的な理念を提示しようとしたことにある」としたように、サウンドスケープという概念は、環
境と呼ぶのに相応しい、ある程度の規模を有する空間を対象とするといった認識が広がった可能性を指
摘できる。3点目は、シェーファーが「ある音楽作品やあるラジオ番組も一つのサウンドスケープ」で
ある旨を述べながらも、『世界の調律』ではこれ以上言及せず、音楽作品やラジオ番組に対するサウン
ドスケープ・デザインの手法も明らかにしなかったことである。

3点目に関し、鳥越（1997, 70–84）は、シェーファーの作曲によるオペラ『星の王女』をサウンドス
ケープ・デザインと捉え、その主たる理由を、この作品がカナダのハートレイクの湖上で夜明けに合わ
せて上演されるため、聴取者が、湖水のさざ波、虫の声、鳥のさえずり、これらにも耳を傾けることに
あるとする。端的に言えば「『星の王女』は、庄野（1986, 65）が指摘する『環境への音楽』、つまり、
環境の音と交流し合うことで成立する音楽である」という見解を示したわけである。このように、鳥越
氏の指摘は、リズム・メロディ・ハーモニーといった三要素を備える旧来の「音楽」に対してもサウン
ドスケープ・デザインの概念を適用したという意味で賛辞すべきであるが、適用範囲を「音楽」の中の
「環境への音楽」に限定したものに過ぎず、シェーファーが「ある音楽作品もサウンドスケープ」であ
る旨を述べたような、音楽作品全般への適用を意図したわけではない。適用範囲が「環境への音楽」に

*61 1977年刊行の『世界の調律』の原書では、soundscape designのことを acoustic designとも記したが、1986年刊行の
日本語版では、訳者グループがシェーファーに確認し、シェーファーからの強い要望も受けて、acoustic designをサウン
ドスケープ・デザインに書き直し、統一と意味の明確化を図った（シェーファー 2006, 538–539）。
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限定されるということは、やはり、サウンドスケープをある程度の規模を有する空間である 2⃝の意味の
「環境」と捉えている。
このように、Truaxによる、サウンドスケープを「音の環境」と位置付ける定義は、本来、音全般に

活用すべきサウンドスケープ概念の適用範囲を、環境音のみに狭めるような誤解を与えかねず、誤解の
防止という意味でも、修正すべきものである。
次に、これらを踏まえ、サウンドスケープ・デザインの具体的な分野に着目する。
従来、報知音のデザインは、サウンド・デザインを主としてなされおり（桑野 2007, 37–68; 和氣、岡

田、旭 2003, 41–49など）、これをサウンドスケープ・デザインと捉えた研究例はなかった。報知音の
デザインをサウンドスケープ・デザインと捉えることにより、従来のデザインにおける見落としを指摘
できる可能性がある。
また、ある音楽作品やあるラジオ番組も一つのサウンドスケープ（シェーファー 2006, 32）という観

点から、作品制作という分野に目を転ずると、あるサウンドスケープに身を置き、それを収録した音を
素材として作品を制作する芸術分野がある。1.2.1項で前述のミュージック・コンクレート*62は、これ
に属し、Schaeffer（1973）は研究も行った。制作は、音を収録することから始まり、次いで、その収録
した音を加工することで音響オブジェ（システムにおける要素に相当する）を作成し、これら、複数の
音響オブジェを繋げたり重ねたりすることにより、作品というシステムを完成させる。作品の主体は制
作者にあり、本来は無関係な音響オブジェを繋げたり重ねたりすることが多く、もともとの音源や意味
が不明になる。この制作法は、第 2章で詳説する「音の記号性」における音源や意味の指示機能を無視
したものであり、サウンドスケープにおける収録音を素材とする作品の研究例としては、ジャンルが偏
在している。

1.4.1.5 サウンドスケープ概念に対する記号の適正化
1.1節で前述のとおり、本論では、「記号」という観点からサウンドスケープを読み解き、サウンドス

ケープを「音の記号性が作用する“場”」と定義する。その後、「光」「香」「味」「触（触刺激）」などの
記号 Xについても、このサウンドスケープ概念を演繹的・帰納的に展開して「Xの記号性が作用する
“場”」である Xスケープ概念を整理する。
「記号」を対象とする学問は、記号学や記号論と呼ばれ、現代的な記号論は、チャールズ・サンダー
ス・パース（1839–1914）、フェルディナン・ド・ソシュール（1857–1913）、この二人をそれぞれ起源
とする二つの学派に大別される。ソシュールは、言語学者であったため、彼の記号論を言語記号の一般
理論に限定して発展させ*63、パースは、言語記号も含む上位概念としての記号一般に対する理論を提唱
した（ドヴァール 2017, 114, 117）。つまり、本論で参照すべきはパースの記号論*64である。
しかしながら、彼の記号論は難解と評され（ドヴァール 2017, 113; 内田 1986, i）、そのまま適用させ

ると、サウンドスケープ概念も難解になり、普及の妨げにもなりかねない。例えば、パースは「記号」
を次のように定義する（ドヴァール 2017, 122）。

記号とは何ものか Aであり、その Aによって規定あるいは創造された解釈項記号である何も

*62 現在では、アクースマティック・ミュージックとも呼ばれる。
*63 ソシュールの記号論は本論とは関係しないが、興味のある読者は『ソシュールの思想』（丸山 2014）などをお読み頂きた
い。

*64 ソシュールの理論を「記号論」、パースの理論を「記号学」、このようにも呼び分けるが、徹底されず、本論では「記号論」
に統一する。
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のか Bを、その対象である何ものか Cと、Aがそれ自身その対象 Cと関係しているのと同じ種
類の対応関係（あるいはそれよりも弱い関係）に置くものである。

このように、パースの記号論は、難解であり、ロンドンの Bloomsbury Publishing Plcから出版される
「途方にくれている人へのガイドブック」（Guides for the Perplexed）という解説書シリーズの一冊*65

にも加えられ、ドヴァール（2017, 111–140）によって解説がなされる。この解説は、平易とは言えな
いが、少なくとも「途方にくれている」状態からの改善を期待できるものである。ただし、「パースは
記号論を明らかに未完成の状態で放置している」（ドヴァール 2017, 113）、「パースのものは難解でしか
も首尾一貫していないところが多くある」（内田 1986, i）、このような評価が下されており、彼の記号
論を絶対視すべきでもない。例えば、「記号」の定義においても、パースは、少なくとも 4通りの記述
をして、最終的な定義を提示しないままである（ドヴァール 2017, 119–122）。そのため、どれをパー
スの定義とするか悩ましいところではあるが、本論では、「より形式的な定義」と評され（ドヴァール
2017, 121–122）、最も簡潔な定義*66として、前記の定義を例示した。一方、パースの記号論は、難解で
矛盾点も残ってはいるが、多くの学びもあり（内田 1986, i–ii）、二大学派の一つとして継承されるほど
の価値はある。これらを踏まえ、以下に、パースの記号論について「音の記号性が作用する“場”」に係
わる主要部のみ説明する。
パースによれば、記号 Aには解釈項 Bと対象 Cとの対応関係があるという。このうち、解釈項 Bに

は「記号によって生み出された感覚である」情感的解釈項（ドヴァール 2017, 128–129）があり、本論
では、これを「心理」の誘引機能という言葉で説明する。また、記号に基づく物理的あるいは精神的な
行為を活動的解釈項、思考や形成あるいは修正された習慣を論理的解釈項（ドヴァール 2017, 129）、こ
のように呼び、本論では、この二つを「活動」の誘引機能という言葉で説明する。つまり、「記号が作
り出す効果」（ドヴァール 2017, 123）である解釈項 Bについては、「別の事象を誘引する」誘引機能と
いう概念を適用でき、鶯のさえずりが、美しいと思う「心理」や姿を見ようとしてあたりを見渡す「活
動」などの誘引機能として説明できる側面がある。対象 Cに対し、パースは、イコン（類似記号）、イン
デックス（指標記号）、シンボル（象徴記号）、この三つの態様を区別する（内田 1986, 12, 31–49）。類
似性あるいは類推を通じて提示するイコン（ドヴァール 2017, 135）については、鶯の嘴から発せられ
る原音が聴取者に届くまでに音量や音色が変化する聴取音に変化する現象に対応し、本論では「原音」
の指示機能という言葉で説明する。その対象を実在的な関係によって提示するインデックス（ドヴァー
ル 2017, 135）については、例えば、音が聞こえる方向や距離から音源の位置を認知できることに相当
し、本論では「音源」の指示機能として説明する。「たとえば習慣や慣習、観念連合によって『そのよ
うに解釈されるだろうという意味……』」と説明されるシンボルについては、アメリカ国旗を例示する
（ドヴァール 2017, 135）とおり、いわゆる象徴であり、「意味」の指示機能に含められる。このように
「何らかの意味で心に現れる何ものか」（ドヴァール 2017, 130）である対象 Cについては「別の事物を
指示する」*67指示機能という概念で説明できる。ここまで述べたとおり、従来の難解な記号論をそのま
ま適用せず、記号の概念を整理することで、サウンドスケープ概念をわかりやすく説明することは可能
である。本論では、パースが対象 C・解釈項 Bという語を用いて説明する記号性を指示機能と誘引機

*65 『パースの哲学について本当のことを知りたい人のために』との邦題が付された同書はパース入門書としての評価が高い
（ドヴァール 2017, 248）。

*66 パースの定義の中では「記号とは、誰かに対して何かをある点ある資格において代表するものである。」との記述が最も短
いが、ドヴァール（2017, 119）が「極めて大ざっぱ」と評するとおり、要領を得ておらず、簡潔とは言い難い。

*67 パースが述べる「何らかの意味で心に現れる何ものか」と本論が述べる「別の事物」は等価である。
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能、イコン・インデックス・シンボルという語を用いて説明する対象を原音（原記号）・音源（記号源）・
意味、これらのように具体的な概念で説明する。また、サウンドスケープにおける指示機能や誘引機能
は、パースが対象 Cと解釈項 Bとして例示した概念以外にも存在し得る。さらに、サウンドスケープ
概念において重要でないと考える部分については、それに触れず、読者の負担を軽減する*68。そして、
ドヴァール（2017, 121, 123）が、パースが記号の定義に要求したのは「潜在的な解釈項を備えること」
のみだと総括した上で「いかなるものも記号であり得る」と指摘したことに対し、本論では、1.1節で確
認したとおり、記号を「指示機能と誘引機能が潜在する事物。」と定義した上で「森羅万象は記号であ
る。」と断定する。このように、パースの記号論をそのまま適用する必要はない*69。サウンドスケープ
を記号で読み解くには、必要な記号性を過不足なく抽出して平易な言葉で表現することが理想であり、
本論はこれに留意する。

1.4.1.6 従来のサウンドスケープ概念の課題のまとめ
以上述べたように、西村（2005, 17–18）の指摘どおり、従来のサウンドスケープ及びサウンドスケー

プ・デザインの理論的基盤は脆弱と言わざるを得ない。具体的には、サウンドスケープ及びサウンドス
ケープ・デザインの定義、サウンドスケープの構成要素、サウンドスケープ・デザインの原理・対象・
手法、これらが不明確で、サウンドスケープ概念を自己矛盾なく「五官の統合的な環境認識」に繋げる
ことも遂行されていない。また、サウンドスケープ・デザインの適用範囲も狭小化されている。サウン
ドスケープ・デザイン、さらには Xスケープ・デザインの概念を広く普及させるには、これらの課題の
解消も含め、理論的基盤の確立及び強堅化が必要である。その上で、種々の具体的なデザインの見直し
も行うべきで、システムという視点からの検討は、新たな知見を得ることにも繋がり得る。

1.4.2 従来の五声や十二に対する認識の課題
「音高の記号性」については、そもそも、このように総括する視点はなく、十二律の理論値の欠如や
「音高の記号性」に対する認識の不足という課題があり、本項ではこれらを整理する。

1.4.2.1 十二律の理論値の欠如
上古から江戸期・清代にかけての日本や中国では、五声サブシステムを包含する五行システムや十二

律サブシステムを包含する十二支システムが構築され、それぞれの要素である
せい
声や律については、音高

に意味があり、律に正確な音高には「理想化の力」という誘引機能があると考えられた。律に正確な音
高の実現には調律具が必要であり、1.3.2項で前述のとおり、十二律管や十二律鍾が創られた。
このような、音高を重視したシステム及びサウンドスケープの研究に際しては、十二律の理論値ある

いは最確値*70が必要であり、これは理論的基盤である。中国の十二律については、標準音（絶対音高の
基準となる音）がわかれば、漢籍に記された音律*71から算出できるが、日本の十二律については、標準
音と音律の両方が不明で、中川（2004, 38–42）のように、アレクサンダー・ジョン・エリス（1814–1890）

*68 記号論をさらに学びたい読者には『記号論への招待』（池上 1984）などの入門書をお薦めする。
*69 パースが記号の神髄に到達していたか否かについては評価が難しい。例えば、定義については、最終形を示しておらず、簡
潔でもなく、森羅万象が記号であると総括したのもドヴァール（2017, 121, 123）である。しかしながら、「記号」という
概念を提唱したことは、まぎれもなく、不朽の功績である。

*70 測定結果から導く最も真値に近いと思われる値。
*71 ある音楽に用いられ得る音高群の 1オクターブの範囲における相対的な関係（中巻：7.1節）。
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が 1884年に測定した「日本の十二律」と称される音叉列の測定値*72（エリス 1951, 179–180, 200–201）
を指標としており、律名の精微な弁別は不可能であった。

1.4.2.2 「理想化の力」に対する未認識
1.3.2項で前述のとおり、

いにしえ
古の調律具のうち、律管を発展させた楽器は尺八である。そして、「理想

化の力」を意図したサウンドスケープ・デザインに関し、このような視点から雅楽尺八を研究した例は
ない。
尺八は、虚無僧が奏する

ふ
普

け
化尺八だけでなく、主要なものは 3種に大別される。雅楽尺八は、六孔三

節（指孔が 6個で管に 3個の節を含む）の制を備え、隋（581–618）で創成された後に唐（618–907）で
改良され、基本となる

こう
黄
しょう
鍾管*73の本来の管長は 442mmである（下巻：第 8章）。雅楽尺八は、日本に

伝来し、隋型が法隆寺*74、唐型の系統が東大寺の正倉院*75、このように同時代の為政者と関わりの深
い寺院*76に遺された。以下、それぞれを法隆寺尺八・正倉院尺八と呼ぶ。

ひと
一

よ
節
ぎり
切は、五孔一節で、代表

例である
おう
黄
しき
鐘管*77は管長 325～354mm*78程度であり、室町期から江戸初期にかけて流行した。

ふ
普

け
化尺

八は、545mmの管長と五孔七節を基本とし、
ふ
普

け
化宗に属する虚無僧の法器とされた後、現在まで吹き

継がれている。なお、この 3種の呼称は、雅楽尺八と
ふ
普

け
化尺八は用途、

ひと
一

よ
節

ぎり
切は節が一つという形態、

このようにそれぞれ別の観点から命名されたもので、合理的な分類に基づくものではない。仮に用途の
観点から見直すと、雅楽尺八は中国では俗楽*79にも使用され（下巻：第 8章）、

ひと
一

よ
節

ぎり
切は世の中全体で

流行した時期があることから呼称の付与が容易でなく、
ふ
普

け
化尺八は明治期以降に民謡さらにはジャズや

ロックなどにも用いられる。このような実態からは、用途の観点からの呼称は厳密性に欠ける。これに
対し、指孔と節の数に着目した形態から分類すると、六孔三節尺八、五孔一節尺八、五孔七節尺八*80、
このような呼称を付与でき、こちらの方が誤解を与えない。ただし、雅楽尺八・

ひと
一

よ
節

ぎり
切・

ふ
普

け
化尺八とい

う分類や呼称は、研究者や演奏者などに通用している。本論では、これらに鑑み、従来の通称も受容す
る。なお、孔制の観点から、「六個から成る孔制を備える尺八」を六孔尺八、「五個から成る孔制を備え
る尺八」を五孔尺八、このような分類も可能で、五孔一節尺八や五孔七節尺八などは、さらに節の数*81

で分類したものである。
雅楽尺八について、音律や音階を詳細に検討した研究はなく、法隆寺尺八・正倉院尺八の出自も不明

確であった。そのため、これらが「理想化の力」を意図したのか否かも不明であり、そもそも、このよ
うな観点での研究例もない。これは雅楽全般や俗楽についても言える。つまり、律に正確な音高に備わ

*72 当然、残差を含む。残差は理論値と測定値の差である誤差に相当する。理論値がない場合は、平均値などを最も妥当な値
である最確値とし、測定値との差を残差と呼ぶ。

*73 筒音を隋及び唐の正律の黄鍾（こうしょう）（ほぼ F）とする。
*74 現在、東京国立博物館が所蔵する。
*75 唐製一管・百済（4世紀前半–660）製六管・日本製一管と判定される八管（下巻：第 8章）で、正倉院展にしばしば出展さ
れる。

*76 法隆寺は聖徳太子（574–622）による創建。東大寺は聖武天皇（701–756）によって大仏が造立された。また、正倉院は光
明皇后（701–760）が夫である聖武天皇の遺愛品を大仏に奉献した天平勝宝八（756）年頃に建立されたと考えられている。

*77 筒音を黄鐘（おうしき）（ほぼ A）とする。
*78 小子による五孔一節尺八（五つの孔と一つの節を備える尺八）115管の測定値。最短は貞松院（諏訪市諏訪 2–16–21）蔵
の「秋声」銘の管、最長は武雄市図書館・歴史資料館（武雄市武雄町武雄 5304–1）蔵の肥前後藤家旧蔵の木地の無銘管。

*79 雅楽ではない楽。
*80 普化尺八には七節以外のものも散見される。
*81 六孔尺八にも七節のものがあり、昭和 27（1952）年に、村治流創始者である村治虚憧（1894–1978）が、普化尺八の指孔
を 6個に増やし、さらに、筒音と 5度の音の音程を完全協和音程にしたことに基づき、「純律尺八」と命名し、「純律六孔
三節尺八」とも呼ばれた。
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ると信じられた「理想化の力」という概念を、楽（雅楽・俗楽）において明確に指摘した研究はない。

1.4.2.3 「無常の調子」の意味の誤認
1.3.2項で前述のとおり、梵鐘は

いにしえ
古の調律具の一つである楽鍾を祖とする。梵鐘を調律具とした実例

は、烏丸光広奥書本を底本とする『徒然草』第二百二十段（高乗 1968, 4, 294–295）に次のように記さ
れる。

［原文］

……天王寺の舞樂のみ、都に恥ずといへば、天王寺の伶人の申侍りしは、……太子の御時の圖今
に侍るをはかせとす。いはゆる六時堂の前の鐘なり。其聲黄鐘調のもなかなり。……と申き。
凡鐘の聲は黄鐘調なるべし。是無常の調子、祇園精舎の無常院の聲なり。西園寺の鐘、黄鐘調に
いらるべしとて、あまたゝびいかへられけれどもかなはざりけるを、遠國よりたづねだされけ
り。浄金剛院の鐘の聲、又黄鐘調也。

［口訳］

「……四天王寺の舞楽だけは都に対してひけを取らない」と〔私が〕言うと、四天王寺の楽人の
言ったことは「……聖徳太子が推古天皇の摂政を務めて政治を補佐した時期（593–622）の調律
具が今もございますのを標準としているからです。世間で六時堂と言われている、その前にある
鐘がその調律具です。その

こえ
声は、〔五行思想で中央を意味する〕

こう
黄

しょう
鍾の音高のまん中〔の音〕で

す。……」とのことであった。
一般に、鐘の

こえ
声は

こう
黄

しょう
鍾の音高であるべきである。これが、「無常の調子」であり、祇園精舎の

無常院の鐘の
こえ
声である。西園寺の鐘を

こう
黄
しょう
鍾の音高に鋳造なされるのがよいというので、何度も何

度も鋳造し直したけれどもうまくいかなかったので、鋳造を止めて遠い所から探し出されたので
あった。浄金剛院の鐘の

こえ
声も、また、

こう
黄

しょう
鍾の音高である。

この「黄鐘」が日本律名
おう
黄
しき
鐘（ほぼA）ではなく唐古律

こう
黄
しょう
鍾（ほぼ C）であると指摘したのは青木（1948,

106–109）であり、「浄金剛院の鐘」と記される、国宝妙心寺鐘*82の基音周波数の測定値 129Hzにより、
これを提唱した。卓見ではあるものの、四天王寺（大阪市天王寺区四天王寺 1–11–18）の梵鐘に対し、
「太子の御時の圖」即ち「聖徳太子の御在世中の調律具」と記されることから、唐（618–907）の古律と
は断定できず、「太子の御時（574–622）」とほぼ同時代の隋（581–618）の音階であったと考える方が蓋
然性は高い。また、

こう
黄
しょう
鍾の理論値あるいは最確値が未確定だったため、どの程度の精度で製造されたか

も不明である。そして、「無常の調子」については、様々な口訳において、どことなく物淋しい音感が
与えられる調子（高乗 1968, 1001）など、感性的表現と考えられてきたが、物淋しい音が「祇園精舎の
無常院の聲」である理由は判然とせず、誤認の可能性も想定すべきである。これについては、「其聲黄
鐘調のもなか（真ん中）なり」と四天王寺の楽人が胸を張ることから、「黄鐘」の音高に精度よく調定さ
れたと見るべきで、律に正確な音高に備わると信じられた「理想化の力」という概念に基づくものと考
えられる。つまり、律に正確な音高に備わると信じられた「理想化の力」という概念を、梵鐘の音にお
いて明確に指摘した研究はない。また、西園寺に古律

こう
黄
しょう
鍾（ほぼ C）の梵鐘を設えようとして、何度も

*82 現存する最古の紀年鐘であり、内面に「戊戌年四月十三日壬寅」の陽鋳があることから、698 年の鋳造とされる。浄金剛
院鐘が国宝妙心寺鐘であることについては、9.3.2項（下巻）で詳説する。
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鋳造し直し、最終的に「遠國」から探し出したことは、「音高信仰」とも呼べる、人々の真摯な姿勢に該
当し、これは「音高の記号性」が作用するサウンドスケープにおいて誘引された「心理」及び「活動」
である。このような「音高信仰」の実態も明らかになっていない。

1.4.2.4 「音高の記号性」に対する認識の課題のまとめ
以上述べたように、「音高の記号性」については、そもそも、このように総括する視点がないだけでな

く、隋・唐・日本の十二律の理論値あるいは最確値がなく、意味の指示機能に対する認識はあっても、
律に正確な音高に備わると信じられた「理想化の力」などの誘引機能については明確な認識がなかっ
た。また、楽（雅楽・俗楽）や梵鐘の音に対する適用についても明らかになっていなかった。よって、
これらを明確にすることで、上古から江戸期・清代にかけての日本や中国における「音高の記号性」及
び「音高信仰」の実態の少なくとも一部を明らかにでき、これらを代表例と捉えれば、概略の把握も可
能となる。ここで定義を示す。

• 音高の記号性：五声と十二律に基づく、音高の記号性（指示機能と誘引機能の少なくとも一方）。
なお、広義の「音高の記号性」は「音高の記号性（指示機能と誘引機能の少なくとも一方）」の全
てである。

• 理想化の力：律に正確な音高により世の中を理想化すると考えられた力。音高の記号性の一方で
ある、誘引機能が作用する結果の一つである。

• 音高信仰：「音高の記号性」に基づく、人々の思想及び活動。

1.5 関連する既往研究の整理
本論に関連する既往研究としては、サウンドスケープに対する総論的な研究、音を記号として捉えた

研究、サウンドスケープでの収録音を素材とした作品の制作に関する研究、音を五行思想などの観点か
ら読み解いた研究、雅楽尺八に関する研究、日本の十二律に関する研究、これらを挙げられる。
まず、サウンドスケープに関する既往研究を概観する。
レーモンド・マリー・シェーファー（1933–2021）は、サウンドスケープ概念の提唱者である。彼は、

1965年にサイモン・フレーザー大学*83に赴任した後、ワールド・サウンドスケープ・プロジェクト*84

を設立し、各地のサウンドスケープを調査した。その活動は、ヴァンクーバーから始まり、カナダの他
の地域、ヨーロッパへと拡大した。シェーファーは、その後、この調査結果を踏まえ、1977年にサウン
ドスケープ概念のバイブルとも言われる『世界の調律』（シェーファー 2006）を刊行した。
これを受け、1978年に『美学』第 112号において『世界の調律』の書評を書いたのは庄野進氏であ

る。庄野（1978, 77）は『世界の調律』の意義を「環境音の含む問題性を明確化し、音響（サウンドス
ケープ）・デザインという積極的な理念を提示しようとしたことにある」と評価したと同時に「音響（サ
ウンドスケープ）・デザインの体系的理論を作り出すことが今後の課題」と指摘する。
カナダのヨーク大学*85へ留学してシェーファーの教えを乞うた、鳥越けい子氏は、サウンドスケープ

を「考え方」と捉え、サウンドスケープ・デザインを、「サウンドスケープという考え方に基づいたデ

*83 https://www.sfu.ca/（2025年 6月 2日閲覧）
*84 https://www.sfu.ca/\verb|~|truax/wsp.html（2025年 6月 2日閲覧）
*85 https://www.yorku.ca/（2025年 6月 2日閲覧）
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ザイン活動」と定義し、「サウンドスケープのデザインではない」と断言した（鳥越 1997, 144）。結果
として、この説は日本において長らく受容された。また、鳥越（1997, 159–170）は、『滝廉太郎記念館
の庭園整備』という自身の仕事を通じ、鳥のさえずりを呼ぶために実のなる木を植えるという状況づく
りなどを実践し、「サウンドスケープという考え方に基づいたデザイン活動」と氏が捉えるサウンドス
ケープ・デザインのあり方を例証した。
これに対し、西村篤氏は、自身が行った『平野の音博物館』事業に対する事例検証を通し、「サウンド

スケープ・デザインとは，サウンドスケープ思想の旗の下にデザインを行うことではなく，音に限定さ
れない，より包括的な風景デザインの中で，音の経験に関する何らかの意識を形成・共有しようとする
ことである．」との仮説を提示した（西村 2002, 154）。このように、西村氏は、Truaxによるサウンド
スケープの定義のみならず、鳥越氏のサウンドスケープ・デザインに対する見解にも疑問を呈したわけ
である。
両者の見解は一見矛盾するように見えるが、鳥越氏も、実際には、『滝廉太郎記念館の庭園整備』と

いう、包括的な風景デザインの中にサウンドスケープという観点を取り入れており、その姿勢は、西村
氏の主張する「音に限定されない，より包括的な風景デザインの中で，音の経験に関する何らかの意識
を形成・共有しようとすること」と一致する。その一方で、西村氏は「サウンドスケープ思想の旗の下
にデザインを行う」と大上段に構えることの危険性を指摘しており、両者は補完関係にある。
音を記号と捉えた研究としては、ピエール・シェフェール（1910–1995）による聴取法の研究を例示

できる。Schaeffer（1966, 152–156）は、音を記号として捉える聴き方を日常的聴取、音を記号として
捉えずに音そのものとして聴く聴き方を還元的聴取、このように分類し、日常的聴取において、聴取
者は、具体的な記号化により音源、抽象的な記号化により意味、それぞれを知覚すると述べる。しかし
ながら、シェフェールは記号化についてこれ以上は言及しない。
また、あるサウンドスケープで収録した音を素材とした作品の制作に関しては、同じくシェフェール

によるミュージック・コンクレートの研究がある。シェフェールは、楽譜を書いて楽器によって演奏
される旧来の「音楽」を抽象的と評し、様々な空間で鳴り響く「具体的な音（具体音）」を素材とした
ミュージック・コンクレート（具体音楽）の制作法を研究した。この中で、Schaeffer（1973, 29–30）は
「耳を優位にする」などの具体音への態度の三原則や「音の加工法の取得」などのミュージック・コン
クレートに関する実践的な五つの規則を導いている。
次に、「音高の記号性」に関する近代の研究を概観する。
木戸（1985, 78, 80）は「本来、日本の音、および東洋の音は、音自体に意味があり、音それ自身です

でに存在の意義があった。」と述べる。ここでは「音高」とは明示しないが、意味の指示機能に限定し
て「音高の記号性」を指摘したものであり、平安期の『三五要録』では十二律への配当、鎌倉期の『管
絃音義』では五声への配当、それぞれがなされたと指摘する。そして、木戸（1985, 78）は「西洋の音
には、音そのものには何の意味もない。……音楽の出発点である音の認識において、日本と西洋とでは
根本的に違っている。西洋の音は、たった一つでは何の意味もなさない。幾つかの音を、高低、長短い
ろいろに組み合わせて、時間的に配列して旋律を構成することによって、音はようやく存在する意味を
持つ。」と主張する。教会の鐘の音や製品から発せられる報知音に意味はあるため「西洋の音には、音
そのものには何の意味もない」とは言い過ぎだが、「音楽の出発点である音の認識において、日本と西
洋とでは根本的に違っている」と後述することから、ここで述べる「音」を「音楽を構成する音」と忖
度して、厳密さを除外すれば、その趣旨を理解できる。さらに、木戸（1985, 89）は、東西の音楽の違
いを、文字の構造の違いを引き合いにしてこう述べる。
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西洋の文字は表音文字で、アルファベットの文字そのものには何の意味もない。これを組み合
わせることによって単語ができて、はじめて意味を持つ。これは西洋の音が、音そのものには何
の意味もなく、構築されることによってはじめて意味を持つのと同じである。
東洋の漢字文化圏では、文字そのものに意味がある。文字そのものが象形であり、またその文

字が合成されると会意として別の意味を生じる。これは東洋の音の認識が、音自体に何等かの意
味、価値を担わせているのと同じである。

これが正しいか否かは別として、アナロジーを駆使した、興味深い解釈である。
中川（2004, 31–32）は、京都大原所在の実光院（京都市左京区大原勝林院町 187）の住職であって仏

教音楽学者でもあった天納傳中（1925–2002）が指摘した、同所在二寺院の梵鐘の音高と本尊の関係を
紹介した。その趣旨は次のようなものである。勝林院鐘は

ひょう
平

じょう
調（ほぼ E）に調定されている。本尊で

ある阿弥陀如来が回向の仏様で、物悲しさを、秋を意味する
ひょう
平

じょう
調で表している。来迎院鐘は

そう
双

じょう
調（ほ

ぼ G）である。本尊である薬師如来が祈願の仏様で、歓びを、春を意味する
そう
双
じょう
調で表している。これは

「音高の記号性」における意味の指示機能に基づくものである。また、『徒然草』第二百二十段は、黄鐘
調の梵鐘に関する随筆であり、種々の口訳がなされているが、「無常の調子」の意味を「音高の記号性」
及び「音高信仰」の観点から適切に読み解いた研究はない。
「理想化の力」を意図したサウンドスケープ・デザインに関し、このような視点から雅楽尺八（六孔
三節尺八）を研究した例はない。その背景として、六孔三節尺八について、音律を精緻に検討しておら
ず、律尺についても適切に把握しなかった、この 2点を指摘できる。正倉院尺八については次のように
言える。上野（2002, 32）は、一律を全て 100セントと概算した上で正倉院尺八の音律を算出し、その
孔制を中国七声音階（下から

ち
徴・

う
羽・変

きゅう
宮・

きゅう
宮・

しょう
商・

かく
角・変

ち
徴・

ち
徴）とした。しかしながら、100セント

単位の精度では、律を精密に調定したか否かの判断はできない。また、林（1964, 166）は、複数の律尺
の所用を指摘したが、尺の同定には至っていない。法隆寺尺八に対し、上参郷（1994, 76）は、各指法
における音高を測定した結果、正倉院尺八に似せて作った不正確な模造品であって実演奏に供するため
の楽器ではないとの疑念を呈した。このように、法隆寺尺八は、孔制が中国七声音階に準ぜず、精度の
悪い模造品と考えられてきた。
次に、日本の音階の研究について述べる。
日本の音階を示す調律具の研究としては、田辺（1910）による三橋検校（1693–1760）*86作の

し
四
けつ
穴*87

の測定、林（1973）による恩徳院の律管の測定、これらがあるが、十二律の真値という観点から最も信
頼性の高い研究は、エリス（1951, 181–205）による、音楽取調所*88製作の音叉群の測定である。この
音叉群は、1885年に開催されたロンドン発明品博覧会への出展を目的として製作されたもの及びそれ
と同等のものであり、以下の二つの観点より、信頼すべきものと言える。まず、第 1に、製作時に基準
とした調律具が「宮内庁楽部で用いられた十二律管」（平野、上参郷、蒲生 1989, 122）であるため、古
来の日本雅楽における由緒正しい音高を継承していると考えられる。第 2に、これらの音高を音叉に移
したのは、当時の最高の演奏家が属した音楽取調所であるため、音高及び音律の両面において、精度の
高い音叉群が製作されたことを期待でき、近代国家の仲間入りを目指したこの時期の、欧米で開催され

*86 箏曲江戸生田流の祖（平野、上参郷、蒲生 1989, 744）。
*87 江戸期以降、俗楽で用いられた調律具。一竹ともいい、竹または象牙の 1本の円筒に開けた四指孔により十二律を得る（平
野、上参郷、蒲生 1989, 328）。

*88 官立音楽研究機関である音楽取調掛（1879–1887）として設置され、1885年 2月に改称された後、12月に音楽取調掛に
戻る。現東京藝術大学（東京都台東区上野公園 12–8）。
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る万博への出展という目的からも、国の威信をかけて製作に当たったと考えられる。
音律に関し、田辺（1956, 67–70）は、エリスの測定値から「日本の十二律」と称する十二律を推定し、

これは、遅くとも『雅楽鑑賞』の初刊が発行された昭和 44（1969）年までに、民間雅楽団体である日本
雅楽会*89が定めた雅楽の十二律の音律（押田 1981, 24）として採用される。俗楽の十二律*90について
は、出口他（2001）が、箏の調律からその音律を明らかにしている。しかしながら、標準音の周波数が
明らかになっていないため、十二律の周波数の理論値は、雅楽と俗楽の両方において不明なままである。

1.6 本論の目的
以上を踏まえ、本論では、サウンドスケープ概念に対し、「音の記号性」という根本的な観点からの

見直しを行う。また、サウンドスケープは「五官の統合的な環境認識」をも謳う（平松 2007, 186）た
め、五官や五感に対応する音以外の「光」「香」「味」「触（触刺激）」などの記号 Xについても、見直し
たサウンドスケープ概念を演繹的・帰納的に展開して、Xスケープ概念を整理する。その上で、システ
ムである Xスケープに対し、システム及び Xスケープに対するデザイン手法の適用を提言し、複合的
なデザイン手法も提案する。
本論の大目的は、Xスケープ・デザインの理論的基盤の構築と実用の提唱である。そのために、第 I

部（上巻）では、Xスケープ・デザインの普遍的な理論の構築と応用例を示し、第 II部（中・下巻）で
は、過去を知るため、上古から江戸期・清代にかけての日本と中国における「音高の記号性」が作用す
るサウンドスケープに特化し、その実態の一端を明らかにする。過去の思想や文化を知ることは、それ
が現在に継承されたか否かの確認、保存や復古の是非の検討、これらを踏まえた新たなデザイン、この
ような活動に繋がる可能性がある。そして、大目的を遂行するツールとして、記号性という概念を導入
し、Xスケープ・デザインを読み解いていく。
第 I部（上巻）では、Xスケープ・デザインの理論的基盤を確立（1.4.1.6目）する。これにより、様々

な記号 Xに対し、その記号性が作用する“場”のデザインを実施できるようになる。以下に、各章ごと
に中目的を記し、各章における小目的を通し番号を付与して提示する。
第 2章（上巻）では、「音」を記号 Xの代表例として、種々の記号性を明確にしつつ分類を行い、X

スケープを「Xの記号性が作用する“場”」と定義する、これらを中目的とする。より詳細な小目的を
次に示す。
第 1の小目的は、五感や五官に対応する記号を明確化して各々の共通性と独自性を整理することであ

る。これにより、従来は実現できなかった、サウンドスケープ概念を自己矛盾なく「五官の統合的な環
境認識」に繋げること（1.4.1.6目）を遂行する際に、対象とすべき記号が明確になり、複数の記号が同
時に作用する際の交互作用の検討などに活用できる。
第 2の小目的は、原音（原 X）・音源（X源）・意味・価値などに対する指示機能、心理・生理・活動

などに対する誘引機能、このような「音（X）の記号性」を明らかにすることである。これにより、従
来は不明確であったサウンドスケープの定義（1.4.1.6目）を「音の記号性が作用する“場”」と明確に
定義して Xスケープの定義に拡張する、そのための準備を行える。また、例えば、人は、何故、騒音に
より常軌を逸した行動を取ることがあるのかなどの個別の案件に対しても具体的な見識を得られる。つ

*89 https://www.nihongagakukai.gr.jp/（2025年 6月 2日閲覧）
*90 この「俗楽」は、日本における雅楽以外の音楽のことであり、古くは雑楽と呼ばれていた雅楽の対語を明治期になって音
楽取調掛などがこのように呼んだ（平野、上参郷、蒲生 1989, 86）。
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まり、指示機能や誘引機能といった記号性の明確化は、調査・研究・造形・教育・宣伝・広報などのデ
ザインの場において、有用な指標となり得る。
第 3の小目的は、「音（X）の記号性」という観点から音（X）を恣意性なく分類して定義することで

ある。これにより、音（X）を明確に分類でき、調査・研究・造形・教育・宣伝・広報などのデザイン
の場における有用な指標にもなるため、従来は脆弱であったサウンドスケープ・デザインの理論的基盤
（1.4.1.6目）を強堅化できる。
第 4の小目的は、「音（X）の記号性」という概念に基づき、定義が不明確であったサウンドスケープ

（1.4.1.6目）及び Xスケープを「音（X）の記号性が作用する“場”」と明瞭簡潔に再定義することであ
る。これは、サウンドスケープ・デザインにおける調査・研究・造形・教育・宣伝・広報活動などを有
効的に促進するための基盤構築に繋がり、サウンドスケープ・デザインの上位概念である Xスケープ・
デザインにおいても同様の効果を期待できる。
第 3章（上巻）では、従来は不明確であった、サウンドスケープ及びサウンドスケープ・デザインの定

義、サウンドスケープの構成要素、サウンドスケープ・デザインの原理・対象・手法、これらの明確化、
サウンドスケープ概念を自己矛盾なく「五官の統合的な環境認識」に繋げることの遂行（1.4.1.6目）、さ
らにはサウンドスケープとシステムとの関係の明確化、これらを演繹的に Xスケープに拡張すること、
以上を中目的とする。詳細には、まず、サウンドスケープの構成要素を明らかにし、デザインの対象を
明確化する。次いで、サウンドスケープ・デザインの原理及び手法を明確にする。これらを踏まえ、従
来のサウンドスケープの定義と本論が提唱する定義とを比較し、「音の記号性が作用する“場”」とする
本論による定義が、明瞭簡潔であるのみならず、構成要素が明確になり、自己矛盾なく「五官の統合的
な環境認識」を行える、これらを明らかにする。つまり、第 3章により、サウンドスケープ研究は、「環
境全体を対象とする広い研究の中に組み込まれていかねばならない」というシェーファー（2006, 42）
が述べた、最終局面に導かれる。より詳細な小目的を次に示す。
第 5の小目的は、サウンドスケープ（Xスケープ）の構成要素（1.4.1.6目）の明確化である。詳細に

は、サウンドスケープ（Xスケープ）は、「空間及び場所」「音源（X源）」「外界音（外界 X）」「聴取者
（記号性受容体）」「触媒」という要素と、これらが及ぼす「音（X）の記号性が作用した結果」から構成
される。「空間及び場所」はサウンドスケープ（Xスケープ）の容れものとしての“場”であり、サウ
ンドスケープ（Xスケープ）の範囲、つまり、音（X）の記号性が作用する範囲を定める。「触媒」とは
「空間及び場所・外界記号*91・記号源・記号性受容体以外に、外界記号の記号性に影響を及ぼす事物。」
であり、あらゆる事物にその可能性がある。サウンドスケープ（Xスケープ）の構成要素の明確化は、
サウンドスケープ（Xスケープ）・デザインにおける調査・研究・造形・教育・宣伝・広報活動などを有
効的に促進するための基盤構築に繋がる。
第 6 の小目的は、サウンドスケープ概念を自己矛盾なく「五官の統合的な環境認識」に繋げること

（1.4.1.6目）である。詳細には、サウンドスケープの構成要素である触媒には、例えば「光」（視覚情報）
や「香」（嗅覚情報）などがあり、触媒が音の記号性に影響を与えることを明らかにすることを目的とす
る。これは、シェーファーの目指す「全身感覚の復権」（鳥越 2008, 158）にも通じ、「環境全体を対象
とする広い研究の中に組み込まれていかねばならない」サウンドスケープ研究の最終的な目的（シェー
ファー 2006, 42）に到達させるための基盤構築に繋がる。
第 7 の小目的は、定義や構成要素が明確になったサウンドスケープ概念を踏まえ、サウンドスケー

*91 外界（記号性受容体の周囲の世界）における記号。
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プ・デザインを再定義し、デザインの原理・対象・手法を明確にすることである。これにより、効果的
なデザインが可能となるだけでなく、サウンドスケープ・デザインが音のデザイン全般で活用できる概
念であることが明らかになり、様々な分野での活用を提言できる。そして、狭小化されたサウンドス
ケープ概念の範囲を本来の範囲（1.4.1.4目）に復元できる。また、これは、サウンドスケープ・デザイ
ンの概念を広く普及させるための基盤構築でもある。
第 8の小目的は、サウンドスケープの定義（1.4.1.6目）について、本論の定義も含め、複数の研究者

が提唱する複数の定義の中から、最も妥当性の高い定義を明確にすることである。これにより、複数の
定義の乱立とも捉えかねない混乱の収拾への一歩を刻める。
第 9の小目的は、本論が提唱するサウンドスケープ概念を、Xを名詞一般とする Xスケープ概念に

拡張し、そのデザイン手法をサウンドスケープだけでなく、Xスケープ全般に適用できることを示すこ
とである。つまり、Xスケープ概念をより広い範囲に普及させるための基盤構築を目的とする。
第 10の小目的は、サウンドスケープ概念を自己矛盾なく「五官の統合的な環境認識」に繋げる（1.4.1.6

目）ため、音を記号とするサウンドスケープだけでなく、光を記号とするライトスケープ、香を記号と
するスメルスケープなど、複数の Xスケープが併存する“場”について考察し、これらをシステムとい
う視点からも捉え直すことである。これにより、システムである Xスケープにシステム・デザインの手
法を適用できることを再認識でき、逆に記号性という観点からシステム・デザインを見ることにより、
複数の要素やサブシステム間の交互作用に留意すべきという視座を与えられる。
第 11の小目的は、Xスケープ・デザインを含め、「デザイン」を再定義することである。従来、デザ

インという語は活動と所産の両方に用いられており、本論では両者について検討する。まず、活動とし
ての「デザイン」については「記号性の準備」と定義する。これにより、広義の「デザイン」に対する
「あらゆる造形活動に対する計画」という従来の定義に対し、活動の範囲が計画に留まって具現化まで
の活動を含まない、このような実態との齟齬を解消できる。また、所産としての「デザイン」について
は「記号」であることを明示する。そして、「デザイン」と「芸術」の関係を整理する。
第 4章（上巻）と第 5章（上巻）では、第 2章（上巻）及び第 3章（上巻）で理論的基盤を構築した

Xスケープ・デザインの概念を具体的なデザインに適用して、応用から得られる新たな知見を提示し、
理論的基盤をさらに強堅化する（1.4.1.6目）ことを中目的とする。より詳細な小目的を次に示す。
第 12の小目的は、報知音にサウンドスケープ・デザインの手法を適用し、その有効性を確認するこ

とである。これにより、サウンド・デザインを主とする従来のデザインに対し、見落としを指摘し、新
たなデザイン手法を提唱する。
第 13の小目的は、あるサウンドスケープに身を置き、それを収録した音を素材として作品を制作す

る芸術分野において、音源をはじめとする森羅万象からのメッセージを読み解くことを　・意・図・す・る　手法を
提唱することである。これにより、記号性の中でも特に記号源と意味の指示機能を重視し、その意味を
記号源が発するメッセージと捉える、このような作品の制作手法を提唱できる。
第 14の小目的は、この手法に基づき制作した作品群に対するケーススタディを行い、音源への傾聴及

び音源からのメッセージの理解を試みるための観照が作品制作に与える影響を確認することである。
第 15の小目的は、各作品に共通する制作過程をサウンドスケープ・デザイン及びシステム・デザイ

ンと捉え、両者を融合した新たなデザイン手法を提唱し、さらには、システム・デザイン一般において、
「多面的な記号性」「多様な対象」「多層的な活動」という Xスケープ・デザインの視点を持てば、Vモ
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デル*92の各段階で、多面的観点から検討して視点の欠落を低減できる完成度の高いデザインを行える、
このような可能性があることを指摘することである。
以上を踏まえ、第 I部（上巻）の結論では、Xスケープ・システム・デザインに際しては「多面的な

記号性」「多様な対象」「多層的な活動」に留意すべきことを明確化し、第 I部（上巻）と第 II部（中・
下巻）を総合考察する第 10章（下巻）に繋げる。
第 II部（中・下巻）では、「音の記号性」の下位概念である「音高の記号性」、これに基づく「音高信

仰」、これらの実態（1.4.2.4目）を明らかにする。これにより、失われた過去の再発見に繋がり、伝統
の復古の是非を検討する活動を誘引する可能性がある。以下に、各章ごとに中目的を記し、各章におけ
る小目的を通し番号を付与して提示する。
第 6章（中巻）では、甲骨占卜・陰陽・五行・十干・十二支と「音高の記号性」の関係を整理すること

を中目的とする。これらは全て中国を起源とするが、隋・唐・日本の楽（雅楽・俗楽）、及び、日本の梵
鐘、これらに対する影響がほぼ確定する時代までの変遷を辿っていく。より詳細な小目的を次に示す。
第 16の小目的は、中国の楽鍾と梵鐘の変遷を整理して日本の梵鐘（以下、適宜、和鐘と呼ぶ）との

関係を考察することである。これにより、梵鐘は、本来、十二律のいずれかの音高に合致するように造
られた可能性があるという視座を得られ、これは梵鐘の音と「音高の記号性」の関係を明らかにする
（1.4.2.4目）ための基礎的知見となる。
第 17の小目的は、甲骨占卜・陰陽・五行・十干・十二支における「意味」の指示機能を整理すること

である。これらは「音高の記号性」の実態を明らかにする（1.4.2.4目）ための理論的基盤となる。
第 18の小目的は、十二律と五声の起源と変遷を確認することである。これも「音高の記号性」の実

態を明らかにする（1.4.2.4目）ための理論的基盤となる。
第 19の小目的は、鐘（楽鍾及び梵鐘）の音高による「理想化の力」という誘引機能を整理すること

である。これにより、上古から江戸期・清代にかけての日本と中国における、鐘の「音高の記号性」に
対する根本的な意識（1.4.2.4目）が明らかになる。
第 20 の小目的は、十二律は、「天」と対比される「地」の状態を指示する代表的な記号とされ、音

律の基準である
こう
黄
しょう
鍾管が長さ・容積・質量の基準とされるなど、特別な権威付けがなされたことを整理

することである。これにより、上古から江戸期・清代にかけての日本と中国における、律に対する意識
の一端（1.4.2.4目）が明らかになる。
第 21の小目的は、日本における甲骨占卜・陰陽・五行・十干・十二支・「音高の記号性」の受容と展

開を整理することである。これにより、日本におけるこれらの受容と展開（1.4.2.4目）の概要を把握で
きる。
第 7章（中巻）では、隋・唐の古律及び日本の雅楽と俗楽における十二律の最確値と日本の律尺を明

らかにする。「音高の記号性」の実態を探索するには、十二律の理論値あるいは最確値が必須である。
中国の少なくとも一部の王朝の十二律については、漢籍により導出法（三分損益法）が明らかなため音
律は自明で、標準音を定めることで、最確値を算出できるが、日本の十二律については、音律も標準音も
不明確である。従来は、中川（2004, 38–42）のように、アレクサンダー・ジョン・エリス（1814–1890）
が 1884年に測定した「日本の十二律」と称する音叉列の測定値（エリス 1951, 179–180, 200–201）を
指標としたため、音名の精微な弁別は不可能であった。本論はこれを解決する。より詳細な小目的を次
に示す。

*92 5.4節（上巻）で詳説する。
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第 22 の小目的は、隋・唐・日本における十二律の最確値を明らかにする（1.4.2.4 目）ことである。
中国においてこの時代を選んだ理由は、この時代の楽が日本に伝来し、日本の雅楽は隋・唐の楽を参照
して創られたことによる。1.3節で前述のとおり、五行や十二支などを背景とし、音高を重視するサウ
ンドスケープの研究に際し、十二律の最確値を明らかにすることは、音名の精微な弁別にとって必須で
あり、この研究分野における基盤構築となる。本論では、隋・唐の古律及び日本の雅楽と俗楽における
十二律の最確値を明確化する。
第 23の小目的は、日本の律尺が

かね
曲

じゃく
尺であることを明らかにし、その出自を確認することである。こ

れにより、日本人の源流の一端を垣間見ることができる。
第 8章（下巻）では、上古から江戸期・清代にかけての日本や中国における「音高の記号性」に関し、

隋・唐・日本の雅楽を主な対象として、俗楽も触れつつ、楽における「音高の記号性」に対する意識を
明らかにすることを中目的とする。これにより、現在の雅楽との比較が可能となり、実態に応じ、伝統
を踏まえた教育や啓蒙活動の必要性の検討に繋がり得る。また、「音高の記号性」に関し、正確な音高
の実現には、調律具が不可欠である。律管は、所望の律を得るために管長や内径を規定した上下貫通の
管であり、下端を指で閉じて上端に斜めから息を吹き込むことで音高の基準を得た。尺八は、律管の倍
の管長に設定され、隋・唐の雅楽では三つの節と六つの指孔を備える六孔三節尺八が音高の基準*93とし
て吹奏された。その遺物は、日本にのみ現存し、法隆寺及び正倉院に伝来した。より詳細な小目的を次
に示す。
第 24の小目的は、六孔三節尺八が隋代に提唱された八十四調理論の実用化を目的として開発された

楽器であることを明らかにすることである。八十四調理論を概説すると、長調や短調を含む七種類の調
（ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ、それぞれから始まる調）に対し、始まりの音として十二個の主音を
掛け合わせることで、八十四種の調ができるという理論である。六孔三節尺八が隋・唐の雅楽八十四調
の楽器であることが明らかになることは、当時の雅楽における「音高信仰」の実態を読み解く（1.4.2.4

目）ための理論的基盤の獲得と言える。
第 25 の小目的は、隋・唐・日本の雅楽・俗楽における「音高の記号性」への意識を明らかにする

（1.4.2.4目）ことである。これにより、日本雅楽の成立の背景も明確になり、現在の雅楽との比較を行
える。
第 9章（下巻）では、梵鐘の基音周波数や典籍などを資料として、梵鐘に対する「音高の記号性」の

活用例を探索することを中目的とする。前述のとおり、律管は最も基礎的な調律具であるが、息を吹き
込む角度などにより音高が一律から二律変動し（林 1973, 429）、気温により音速が変化するため音速に
比例する周波数も変化する、このような欠点がある。これに対し、

しょう
鍾は音高が安定し、十二律に対応す

る十二律鍾も開発され、雅楽に用いられたことから楽鍾とも呼ばれる。梵鐘は、この楽鍾を祖としてお
り、本来は十二律のいずれかの音高を備えたと考えられる。より詳細な小目的を次に示す。
梵鐘の音は、

しゅ
撞

もく
木による打撃によって生ずる複数の周波数成分から構成される複合音であり、最も低

い周波数を基音、それよりも高い周波数を基音に近い方から、第 2部分音、第 3部分音、…と呼ぶ。一
般的に複合音の音高は基音であるが、中川（2004, 41–42）は、「梵鐘の音高の確定は……基本的には基
音を重視しなければならない」と述べつつ、部分音を音高と捉えるべき場合もあると主張する。これを
踏まえた第 26の小目的は、部分音を梵鐘の律とすべき状況があるか否かを検討することである。これ
により、梵鐘の律の判定法が明確になり、梵鐘における「音高の記号性」及び「音高信仰」の実態を明

*93 開口端補正を無視すれば、管長と得られる音高の波長との関係は、閉口管である律管は 4倍、開口管である尺八の筒音（つ
つね）は 2倍であるが、管長が 1:2の関係にあるため、対応する律管と尺八の筒音（つつね）の周波数は同じである。
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らかにする（1.4.2.4目）ための理論的基盤を獲得できる。
第 27の小目的は、

こう
黄

しょう
鍾調の梵鐘による衆生済度という思想があったことを検証することである。こ

れにより、『徒然草』第二百二十段に「凡鐘の聲は黄鐘調なるべし。」とある理由と背景が明確になり、
梵鐘における「音高の記号性」及び「音高信仰」の実態の一端が明らかになる（1.4.2.4目）。
第 28の小目的は、梵鐘を仏尊に見立て、その律が仏尊の声であると信じ、対象仏の声と捉える律に

調定し、仏尊の声による衆生済度を願う、このような思想があったことを検証することである。これに
より、梵鐘における「音高の記号性」及び「音高信仰」の実態の一端が明らかになる（1.4.2.4目）。
第 29の小目的は、「音高の記号性」及び「音高信仰」の実態（1.4.2.4目）の一例として、京都大原

において、
しょう
声

みょう
明に基づくランドスケープ・システム・デザインがなされたことを指摘することである。

京都大原は「方位・川・寺院・本尊・梵鐘が有機的に関係しあい、
しょう
声

みょう
明の里としてまとまった機能を発

揮している」システムと捉えることが可能であり、五行思想と
しょう
声

みょう
明の楽理に基づくシステム・デザイ

ンがなされた蓋然性が高い。これにより、「音高の記号性」という視座を持つことで、上古から江戸期・
清代にかけての日本と中国の人々が行ったランドスケープ・システム・デザインを読み解けることを例
示する。
第 30 の小目的は、中国の梵鐘の律の標準の推移について整理することである。これにより、梁

（502–557）から清（1616–1912）にかけての中国の人々の梵鐘の律に対する意識（1.4.2.4目）が明らか
になる。
第 31の小目的は、梵鐘の律を仏尊の声と捉えるという思想、中国の梵鐘の律の標準、これらを踏ま

え、『徒然草』第二百二十段における「凡鐘の聲は黄鐘調なるべし。」との記述を再考することにある。
これにより、

こう
黄
しょう
鍾調の梵鐘の位置付け、ひいては、梵鐘における「音高の記号性」及び「音高信仰」の

実態（1.4.2.4目）がより明確になる。
そして、第 10章（下巻）では、第 I部（上巻）と第 II部（中・下巻）を踏まえた、総合考察を行い、

今後のデザイン活動に対する提言を行い、第 11章（下巻）で結論を述べる。

1.7 本論の構成
本論の全体構成を図 1.4に示す。本論は、第 I部（上巻）と第 II部（中・下巻）の二部構成になって

おり、各部の序と結論でそれぞれの部の目的と結論を述べる。
第 I部（上巻）では、記号性を明らかにし、「Xの記号性が作用する“場”」である、Xスケープのデ

ザイン、つまり、X スケープ・デザインの理論的基盤を確立する。森羅万象は指示機能や誘引機能を
備える記号 Xであるため、Xスケープ・デザインはあらゆるデザインの分野に適用できる手法である。
本論では Xを音とするサウンドスケープを代表例として説明するが、読者各自の分野で活用して頂き、
それぞれのデザインや芸術の価値を高めて頂けたら幸甚である。

X スケープ・デザインについて簡潔に述べると、次のようになる。まず、X とは、指示機能と誘引
機能を備える「外界記号」であり、五感や五官に対応する「光」「音」「香」「味」「触（触刺激）」など、
森羅万象が該当し得る。Xスケープとは「Xの記号性が作用する“場”」であり、Xスケープ・デザイ
ンとは「Xスケープ“場”のデザインである。ただし、これと交わりを持つ“場”もデザインの対象と
する。」また、X スケープ・デザインは、X に備わる多面的な記号性がそれぞれ最適に作用するよう、
多様な対象をデザインするというマトリクス的なデザインでもある。さらに、デザインという言葉は、
調査・研究・造形・教育・宣伝・広報などの総称とも言え、多層的な活動を意味するため、各段階を通
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じての Xスケープ・デザインは 3次元的な活動とも言える。そして、この多彩な活動を通し、外界記号
X の価値が最大限に高まることを意図して「X の記号性が作用した結果」の総体的な最適化を図るこ
とが、Xスケープ・デザインの要諦である。これらのことから、第 I部（上巻）の表題を「多面的な記
号性と多様なデザインの対象と多層的なデザイン活動」とする。また、Xスケープ・デザインの一部が
X・デザイン（Xをデザインの対象とするデザイン）であり、Xスケープ・デザインの手法は広範囲に
活用できるものである。さらには、システムでもある Xスケープを Xスケープ・システムと呼ぶこと
ができ、これに対しては、システム・デザイン及び Xスケープ・デザインの両方を取り入れた新たなデ
ザイン手法を適用できる。

第1章 序論

第I部
多面的な記号性と多様なデザインの対象と

多層的なデザイン活動

第II部 
音高の記号性と音高信仰

第2章 記号性とその分類

第3章
記号性という観点からの

Xスケープ・デザイン

第4章
報知音に対する
サウンドスケープ

・デザイン

第5章
作品に対する

サウンドスケープ
・デザイン

第6章
甲骨占卜・陰陽・五行・十干・十二支

と音高の記号性

第7章 十二律の最確値と日本の律尺

第8章
楽における
音高信仰

第9章
梵鐘に現われる

音高信仰

第10章 総合考察

第11章 結論

第I部 序 第II部 序

第I部 結論 第II部 結論

図 1.4: 本論の全体構成

■第 2章 記号性とその分類
第 2章（上巻）では、指示機能や誘引機能といった「記号性」を明らかにし、音全体を記号性ごとに

分類した後、この分類された音を定義する。また、これらを遂行すると同時に、「明らかに未完成の状
態で放置している」「難解でしかも首尾一貫していないところが多くある」と評されるパースの記号論
を、わかりやすく整理し、種々のデザインや芸術などに活用できるように仕立てる。そして、「記号性」
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という観点から、サウンドスケープを「音の記号性が作用する“場”」と定義する。また、音以外の記号
についても同様に確認する。
■第 3章 記号性という観点からの Xスケープ・デザイン
第 3章（上巻）では、サウンドスケープの構成要素を明らかにして、サウンドスケープ・デザインを

デザインの対象という観点から再定義し、その原理・対象・手法を明らかにする。また、本論でのサウ
ンドスケープの定義である「音の記号性が作用する“場”」は、従来の定義に対し、定義自体が明瞭簡
潔であるのみならず、構成要素が明確になり、実情にも合い、自己矛盾なく「五官の統合的な環境認
識」を行える、これらを明らかにする。つまり、第 3章により、サウンドスケープ研究は、「環境全体
を対象とする広い研究の中に組み込まれていかねばならない」とシェーファーが述べた、最終局面に導
かれる。そして、サウンドスケープ・デザインの概念を五官や五感に対応する音（聴覚記号）以外の光
（視覚記号）・香（嗅覚記号）・味（味覚記号）・触（触覚記号）などの記号 X にも拡張可能なことを示
す。また、活動としてのデザインが「記号性の準備」であること、所産としてのデザインは「記号」で
あること、芸術を「芸術的価値のあるデザイン」と位置付けられること、これらを明らかにする。さら
に、デザイン及び芸術一般の価値を高めるためのテンプレートにもなり得る、Xスケープ・デザイン・
チェックシートの活用を提唱する。第 I部（上巻）全体で詳説する Xスケープ・デザインの手法はこの
チェックシートに集約されると言っても過言ではない。
■第 4章 報知音に対するサウンドスケープ・デザイン
第 4章（上巻）では、第 3章（上巻）で述べたサウンドスケープ・デザインの手法を報知音に適用す

ることを試みる。これにより、サウンドスケープ・デザインは、記号である報知音だけではなく、空間
及び場所・聴取者・種々の触媒をデザインの対象にすることを定型とするため、あらゆる対象に対する
網羅的なデザインの遂行を意図しやすくなることを示す。特に、触媒もデザインの対象であるという観
点より、意味の触媒である文脈をデザインするという着想を得られることを明示し、種々の文脈に応じ
たサウンドスケープ・デザインを提言する。
■第 5章 作品に対するサウンドスケープ・デザイン
第 5章（上巻）では、第 3章（上巻）で述べたサウンドスケープ・デザインの手法を作品の制作に適

用した、小子による作品群を検証し、作品制作におけるシステム・デザインの手法の適用を提唱する。
第 4章（上巻）及び第 5章（上巻）では、第 3章（上巻）で提唱したXスケープ・デザインの手法を

サウンドスケープに適用するが、この手法は多くのデザインに応用できるため、様々な分野で活用して
頂けたら幸いである。
ここまでを上巻に記述する。
第 II部（中・下巻）では、「音の記号性」の下位概念に位置付けられる「音高の記号性」、これに基づ

く「音高信仰」、これらを明らかにし、上古から江戸期・清代にかけての日本や中国のサウンドスケー
プ・デザインの神髄を読み解く。「音高の記号性」とは、音高に、備わる指示機能と備わると信じられ
た誘引機能のことであり、音の記号性の下位概念に位置付けられる。上古から江戸期・清代にかけての
日本や中国において、人々は、陰陽・五行・十干・十二支により、事物を分類してその性質を理解しよ
うとした。その対象は音階にも及び、五声には五行と十干、十二律には陰陽と十二支、それぞれが配当
された。その結果、各音高にそれぞれの意味が付与され、正確な音高には世の中を理想化する「理想化
の力」が宿ると信じられた。これにより、音高は、正確なら有益音、不正確なら有害音、このような価
値を指示することとなり、正確な音高の実現のために時間と労力をかけて雅楽器や梵鐘を開発・製造す
るなどの活動を誘引した。これらを人間（記号性受容体）の立場での活動として捉えると「音高信仰」
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という呼称で概括できる。「音高の記号性」とは、このような、意味と価値の指示機能と「音高信仰」と
いう心理や活動及びこれらに付随する生理の誘引機能の総称でもある。この「音高の記号性」の実態を
識ることで、忘れ去られた歴史が明らかになり、保存、復古、啓蒙、観光資産としての活用、このよう
な新たなデザイン活動を提唱できる。これらのことから、第 II部（中・下巻）の表題を「音高の記号性
と音高信仰」とする。
シェーファー（2006, 26–27）は、サウンドスケープ・デザインは、調査・研究が前提にあり、設計は

その知見に基づいて行われるべきで、聴取者への教育（聴取者の立場からは「学習」である）を含め、
これら全てがデザインである旨を述べる（上巻：3.3.1項）。第 II部（中・下巻）は「音高の記号性と音
高信仰」という分野を深耕する「調査・研究」というサウンドスケープ・デザインであり、ここで得ら
れた知見が「教育」及び「伝統の復古・保存」という新たなデザイン活動に繋がることになる。
■第 6章 甲骨占卜・陰陽・五行・十干・十二支と音高の記号性
第 6章（中巻）では、「音高の記号性」に関し、中国の楽鍾と梵鐘の変遷を整理して日本の梵鐘との関

係を考察し、甲骨占卜・陰陽・五行・十干・十二支における「意味」の指示機能、音高による「理想化の
力」という誘引機能、日本における甲骨占卜・陰陽・五行・十干・十二支・「音高の記号性」の受容と展開、
これらを整理する。そして、雅楽とは正確な音高により世の中を理想化することを目的とした音楽であ
ることを指摘する。これらに付随し、次のことも遂行する。まず、

しゅうしょう
執 鍾 *94は白川静（1910–2006）が

指摘した であることを明らかにする。白川（2004, 296）は、「口」という文字について、「 」と刻ま
れる

こう
甲

こつ
骨

ぶん
文や

きん
金

ぶん
文では、耳口の口と見るべき文字はほとんどなく、

しゅく
祝

とう
祷 *95や

さい
載

しょ
書 *96を納める器であ

り、古・右・可・召・名・各・客・吾・吉・舍・吿・害・史・兄・祝・啓・品・區・臨・嚴などは全て
を含む形だと述べる（白川 2004, 296）。第 6章では、

しゅうしょう
執 鍾（ ）が

こう
口と呼ばれ、それに施される

とう
饕

てつ
餮文などが創造神話を象ることも明らかにする。また、梵鐘の起源は梁（502–557）にあることも明ら
かにする。さらに、十二律の音律導出法である三分損益法は、前 521年から前 505年頃までの期間に鄭
（前 806–前 375）に伝来したピュタゴラス音律を中国化した机上の理論であることも明証する。
■第 7章 十二律の最確値と日本の律尺
第 7章（中巻）では、1884年にアレクサンダー・ジョン・エリス（1814–1890）が測定した「雅楽

ひょう
平

じょう
調」「俗楽

ひら
平

ちょう
調

し
子」「日本音楽十二律」と称される三つの音叉列の周波数を精査することで、日本雅楽

十二律・日本俗楽十二律・日本音楽十二律の最確値を明確化し、
しん
神
せん
仙の音高を古律

こう
黄
しょう
鍾に適用すること

で、古律の十二律の最確値を導出する。これにより、梵鐘の律などを精度よく判定できる。また、日本
の律尺が、殷（前 1600頃–前 1046）で用いられた、

かね
曲

じゃく
尺であることも明証する。

上巻の後、第 7章までを中巻に記し、第 8章以降を下巻に記述する。
■第 8章 楽における音高信仰
雅楽は正確な音高により世の中を理想化することを目的とした楽であると考えられ、このことは典籍

や遺物（楽器など）から読み取れる。雅楽で用いる雅楽尺八は法隆寺と正倉院に伝来したが、その出自
は未解明であった。第 8章（下巻）では、遺物の律尺や音律、雅楽尺八に関わる典籍、これらを精査す
ることにより、雅楽尺八が新たに提唱された八十四調理論の実用化のために開発された隋・唐の楽器で
あることを指摘し、隋・唐・日本の雅楽及び俗楽における「音高の記号性」への意識を明らかにする。

*94 楽鍾の一種。楽鍾の中では唯一、上側が開口する。
*95 神への祈り及びその書。
*96 神を勧請して誓いを立てる盟誓の書。
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これらに付随し、次のことも遂行する。一例として、尺八の起源は 3世紀から 4世紀あたりの亀茲*97

にあってこれが五孔一節尺八の祖型であることを明らかにする。また、日本雅楽の十二律は唐
りく
六

ちょう
調

し
子

（日本で整理された唐楽の六調子）で用いられる九律の音高と日本古来の神楽笛で吹奏できる三律の音
高を統合して創られたことも明らかにする。その他、いくつかの事柄を明らかにする。
■第 9章 梵鐘に現れる音高信仰
第 9章（下巻）では、梵鐘の法量や律、仏教に関する典籍、これらを精査することで、梵鐘を仏尊に

見立て、梵鐘の律を衆生済度の力を備える仏尊の
こえ
声と捉える、このような思想があったことを明らかに

する。具体的には、十二律のそれぞれに諸仏の律—例えば、阿弥陀如来の音は
ひょう
平

じょう
調（ほぼ E）など—

を配当し、古律
こう
黄

しょう
鍾には「

しょ
諸

ぎょう
行

む
無

じょう
常・

ぜ
是

しょう
生

めっ
滅

ぽう
法・

しょう
生

めつ
滅

めつ
滅

い
已・

じゃく
寂

めつ
滅

い
為

らく
楽」という意味も付与した。つ

まり、「黄鐘調の鐘」とは、日本音名
おう
黄
しき
鐘（ほぼ A）ではなく、古律

こう
黄
しょう
鍾（ほぼ C）の鐘であり、「無常

の調子」とは、無常観が伝わる音ではなく、衆生を済度する力を備える仏尊の声である。また、これら
に付随して、高麗尺が実在することも明証する。
そして、第 10章（下巻）では、第 I部（上巻）と第 II部（中・下巻）を踏まえた総合考察を行い、今

後のデザイン活動に対する 11の提言を行って、第 11章（下巻）で結論を述べる。

1.8 本論の研究手法
本論の主な研究手法を記す。
第 I部（上巻）では、既往研究を踏まえたうえで、デザインとは何か、芸術とは何か、音楽とは何か、

動作音とは何か、これらを思索し、定義する。そのために用いる手法は帰納法と演繹法であり、帰納
法で一旦定義した後、演繹法で妥当性を確認し、矛盾があればやり直し、これを繰り返すことで妥当性
を高める。いわば、美学的アプローチである。なお、本論では、冗長性の排除のため、試行錯誤の過程
を記さない。
帰納法には、ニュートンが万有引力の法則を提唱した（下巻：10.2.4項）ように、革新的な知見を得

られる可能性がある反面、反例が潜在する恐れがある。演繹法には、反例が残る心配はなく、確実に論
理を進められるという利点はあるが、一般論を個別の事例に適用するだけで、革新的な知見を得にくい
という欠点がある。帰納法と演繹法の併用は両者の長所を活用して短所を補うものである。
第 II部（中・下巻）では、既往研究を踏まえたうえで、五声や十二律の起源、雅楽尺八の出自、これ

らを明らかにする。そのために用いる史料は典籍と遺物であり、遺物の測定値については、適宜、統計
手法を活用し、客観性を担保する。第 II部では、この三つを極力組み合わせ、検討結果の蓋然性を高め
る。いわば、「歴史学 ×考古学 ×統計学」的アプローチである。なお、遺物には、陶器や青銅器に表さ
れた文様や文字（

こう
甲
こつ
骨
ぶん
文・

きん
金
ぶん
文）、楽鍾・梵鐘・音叉・尺八などの楽器、壁画、尺（ものさし）、これらを

含み、適宜、複数の種類の遺物や典籍を組み合わせて、多面的な検討を行う。これは、森羅万象は多面
的（1.1節）なため、多面的な視点から得られる知見の確度は高いと考えることによる。

謝辞
図 1.1の〔活動の誘引機能〕を示す少年のイラストを青木峰子さんに描いて頂きました。ありがとう

ございました。

*97 新疆ウイグル自治区アクス地区クチャ市あたりにあったオアシス国家。
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